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 １．はじめに                             

   令和元年東日本台風は、栃木市だけでなく、関東甲信及び東北地方を中

心に大規模な災害をもたらした。  

   栃木市では、降り始めから 10 月 12 日一日の降水量が、平井町の観測所

で 298mm、鍋山町の観測局では 422mm などを記録しており、永野川の複

数箇所からの越水や決壊、巴波川、赤津川、三杉川等の氾濫、山間部にお

ける 19 か所の土砂崩れなどが発生した。  

   浸水状況は推定で 978.65ha（※ 1）に及び、8,000 棟を超える住家が被害

を受け、また 1 名の尊い命が失われる事態となった。  

   市では、台風接近の前からいち早く災害対策本部を立ち上げ、全庁的な

対応にあたってきたところであるが、近年の全国の災害の状況を見れば、

災害は毎年必ず起こりえるものであり、地域防災計画や各マニュアルの想

定を超える判断や対応が求められるものと考えられることから、改めて大

規模な災害に対する備えの重要性を認識し、被災した市民の意見を真摯に

受け止め、今回の災害対応を教訓として今後の災害に備えていく必要があ

る。  

   ※１  浸水状況は、令和元年水害統計調査を基に面的に推定したもので、実際

には浸水していない箇所も含まれている。  

 

 ２．検証の目的                            

   本検証は、令和元年東日本台風における栃木市の災害対応について、避

難行動に関する市民アンケート、災害対策本部各班の対応状況、市職員の

意見をもとに課題を抽出し、対策等を検討することで、今後の災害対応に

つなげていくことを目的とする。  

 ３．検証の範囲                            

   検証にあたっては、危機管理対策会議を開催した令和元年 10 月 9 日（木）

から災害対策本部を解散した令和 2 年 2 月 3 日（月）までの対応を対象と

する。  

 ４．検証の方法                            

   避難行動に関する市民アンケート、災害対策本部各班の対応状況及び市

職員の意見をもとに課題を抽出し、対策等を検討する。  
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 １．地勢                               

   本市は、市の北部から東部にかけて関東平野に連なる平坦地が広がり、

西部には「三毳山」や「岩船山」、中央部には「太平山」、南部にはラムサ

ール条約登録湿地である「渡良瀬遊水地」などを有し、さらには、「渡良瀬

川」、「巴波川」、「永野川」、「三杉川」、「思川」などの豊かな河川が流れる

など、栃木県を代表するシンボル的な自然環境を有している。  

 ２．主な既往水害                           

発生年月日  原因  概  要  

S22.9.14 

   ～15 

カスリーン  

台風  

巴波川、渡良瀬川、新川等が決壊し、流出家屋、

床上・床下浸水、死者、田畑被害等を受ける。  

（明治以降では栃木県最大の水害）  

S23.9.15 

   ～17 
アイオン台風  巴波川等が決壊し、大きな被害を受ける。  

S24.8.30 

  ～9.1 
キティ台風  

渡良瀬川、巴波川等がはん濫し、床上・床下浸水

の被害を受ける。  

S41.6.28 台風第 4 号  
床上・床下浸水、田畑被害、土砂崩れ、橋梁流出、

堤防決壊等の被害を受ける。  

S47.9.16 

   ～17 
台風第 20 号  

河川の決壊、田畑の冠水、橋梁破損、がけ崩れ等

の被害を受ける。  

S51.5.26 

  ～7.19 

台風による  

豪雨  

県下各地で床上・床下浸水、田畑被害等を受ける。 

（栃木市雨量 130mm）  

S60.6.24 

  ～6.30 

梅雨前線  

豪雨及び台風  

住家被害や農作物被害、公共土木施設等に被害を

受ける。（栃木市雨量 103mm）  

S61.8.4 

  ～8.5 

台風及び低気圧  

による大雨  

道路破損やがけ崩れ等の被害を受ける。  

（栃木市雨量 8.4 140mm 8.5 33mm）  

H10.9.16 台風第 5 号  
永野川、思川等の洗掘、越水や水稲・野菜被害、

がけ崩れ等の被害を受ける。  

H14.7.10 

   ～11 
台風第 6 号  

永野川等の洗掘や橋梁流失、床上・床下浸水、野

菜類被害、がけ崩れ、道路損壊等の被害を受ける。 

H23.7.19 

   ～20 
台風第 6 号  

日降水量の 7 月の極値を更新し、土砂災害警戒情

報が発令される。（栃木市雨量 7.19 170mm）  

H27.9.9 

   ～10 

平成 27 年 9 月  

関東･東北豪雨  

記録的な大雨となり、巴波川、赤津川が氾濫した

ほか、各地で土砂崩れ、床上・床下浸水など甚大

な被害を受ける。  

・降水量：日降水量 9.9 299.0mm 

     月最大 24 時間降水量  9.10 356.5mm 

・市体制：9.9   17:50 災害警戒本部設置  

     12.14       災害警戒本部閉鎖  

・最大避難指示対象  20,289 世帯  51,901 人  

・避難勧告等：  

 ①避難勧告発令（9.9 17:30）  

  寺尾・皆川・吹上・西山田・大柿・真名子・
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発生年月日  原因  概  要  

小野寺地区【8,300 世帯 23,000 人】  

 ②避難勧告発令（9.9 19:45）  

  平井町・薗部町 4・下皆川  

            【1,958 世帯 4,834 人】 

 ③避難勧告発令（9.9 19:45）  

  錦町・万町・入舟町・湊町・倭町  

            【1,190 世帯 2,660 人】 

 ④避難勧告発令（9.9 23:00）  

  栃木南中周辺    【5,000 世帯 11,000 人】 

 ⑤避難勧告発令（9.9 23:35）  

  真弓東自治会・川連【 823 世帯 2,258 人】  

 ⑥避難指示発令（9.10 0:00）  

  部屋・新波・石川・帯刀・緑川地区  

             【454 世帯 1,449 人】 

 ⑦避難指示発令（9.10 1:30）  

  避難勧告を引き上げ  

 ⑧避難指示発令（9.10 1:30）  

  薗部町 2・薗部町 3・片柳町 4・片柳町 5・蔵

井地区・真弓地区【2,342 世帯 6,039 人】  

 ⑨避難指示発令（9.10 2:00）  

  藤岡台沼自治会【 51 世帯 161 人】  

 ⑩避難指示発令（9.10 4:30）  

  西前原自治会・蛭沼北仲自治会・蛭沼西南自

治会【90 世帯 250 人】  

 ⑪避難指示発令（9.10 9:50）  

  下高島自治会【81 世帯 250 人】  

 ⑫解除（9.11 6:30）  

  全ての避難指示を解除  

 ⑬避難指示発令（9.10 14:00）  

  部屋・新波・石川・帯刀地区  

             【425 世帯 1,336 人】 

 ⑭解除（9.12 15:00）  

  全ての避難指示を解除  

・開設避難所：18 箇所（避難者 1,251 人）  

・主な浸水面積：巴波川 (入舟町他、部屋 )約 404ha 

        永野川 (片柳、蔵井、真弓 )約 28ha 

        赤津川 (木野地町 )約 20ha 

・人的被害：死者 1 人、負傷者 1 人  

・住家被害：全壊 3 棟、  

      大規模半壊 8 棟、半壊 75 棟  

      一部損壊 3 棟  

      床下浸水 637 棟、床上浸水 1,989 棟  

・作物被害：被害農家戸数 2,051 戸  

      被害面積 1,497.14ha 

・主な施設被害：本庁舎・入舟庁舎の浸水、いり

ふね保育園他 2 園の浸水、栃木

中央小他 3 小学校の浸水、薗部・

藤岡蛭沼浄水場の浸水  
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発生年月日  原因  概  要  

・災害ごみ処理量：5,360.34t 

・総合窓口の開設： H27.10.22～11.20 

・主な支援  

 ①災害見舞金（市）の配付  

  死   亡    1 件  100,000 円  

  床上浸水  1,066 件  100,000 円  

         59 件   50,000 円  

  床下浸水  1,660 件  110,000 円  

         85 件   15,000 円  

 ②被災者生活再建支援金（国・県）  

  12 件  21,000,000 円  

 ③被災者住宅復旧支援事業費補助金  

  217 件  25,443,500 円  

 ④被災家財等購入等補助金（家財・家電・自動車） 

  688 件  47,102,000 円  

 ⑤崩土等除去・敷地復旧補助金  

  86 件  13,845,000 円  

 ⑥被災事業所等復旧支援事業費補助金  

  50 件  13,005,289 円  

・栃木市災害ボランティアセンター  

 設置 9.11 閉鎖 12.14  2,647 人  

H28.8.22 台風第 9 号  

猛烈な雨により、被害を受ける。  

・農業施設：ビニールハウス（ﾋﾞﾆｰﾙ破損 10 棟） 

・通行止め：20 路線  

・市体制：8.22  8:30 災害警戒本部開設  

     8.23 10:30 災害警戒本部閉鎖  

・避難勧告等：  

 ①避難準備情報発令（ 13:35）  

  市全域の土砂災害警戒区域、山間部及び山沿

いの地区【22,913 世帯 59,629 人】  

 ②避難準備情報発令（ 16:25）  

  栃木地域の巴波川周辺地区  

           【8,632 世帯 19,605 人】 

 ③避難準備情報解除の発令（ 20:00）  

  栃木地域の巴波川周辺地区  

           【8,632 世帯 19,605 人】 

・開設避難所：11 箇所（避難者 11 名）  

H28.9.7 台風第 13 号  

雨により 2 路線が通行止めとなる。  

・市体制：9.8 災害警戒本部開設  

・避難勧告等：  

 ①避難準備情報発令（ 9.7 23:55）  

  栃木市全域の土砂災害警戒区域、山間部及び

山沿いの 53 地区【 22,628 世帯  58,689 人】 

・開設避難所：8 箇所（避難者 0 名）  

H29.10.22 台風第 21 号  

大雨となり、大きな被害を受ける。  

・人的被害：負傷者 1 人  

・住家被害：住  家 5 棟（床下浸水）  
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発生年月日  原因  概  要  

      非住家 2 棟（床上浸水 1 棟、床下浸

水 1 棟）  

・作物被害：水稲冠水 16.65ha 

・通行止め：16 路線（国道 1、市道 15）  

・倒木被害：9 路線  

・市有施設被害：平井町増圧ポンプ場の送水ポン

プ 2 台停止、藤岡一中体育館軒

部分の石膏落下  他 7 件  

・土砂崩れ等：2 箇所  

・河川・堤防等被害：赤津川（西方町真名子）  

・市体制：10.22 20:00 災害警戒本部開設  

     10.23 14:30 災害警戒本部閉鎖  

・避難勧告等：  

 ①避難準備･高齢者等避難開始発令（ 10.22 17:00） 

  栃木・大平・都賀・西方・岩舟地域  

            【1,504 世帯 4,041 人】 

 ②避難勧告発令（10.23 2:05）  

  岩舟町小野寺【142 世帯 383 人】  

・開設避難所：9 箇所（避難者 19 名）  
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 １．気象概況                             

 （１）気象概況  

   令和元年 10 月 6 日に南鳥島近海で発生した台風第 19 号は、マリアナ諸

島近海を西に進み、一時大型で猛烈な台風に発達した後、次第に進路を北

に変え、日本の南を北上し、 12 日 19 時前に大型で強い勢力で伊豆半島に

上陸した。その後、関東地方を通過し、 13 日 12 時に日本の東で温帯低気

圧に変わった。  

                ＜出典：気象庁  災害時気象報告より＞  

 （２）台風経路図  

 
                ＜出典：気象庁  災害時気象報告より＞  

 （３）当時の気象予測  

  ○気象庁資料（R 元 .10.9 14:00）  

  【台風の見通し】  

    大型で猛烈な台風第 19号は、 9日 12時現在、小笠原近海を北西へ進ん

でいます。今後、次第に北のち北東に進路を変えて、非常に強い勢力を

保ったまま、12日から 13日にかけて西日本から東日本に接近または上

陸するおそれがあります。その後、東北地方の東海上に進み、温帯低気

圧に変わる見込みです。  

    台風が陸上から離れて進んだ場合でも、広い範囲で強風となり、高波

や大雨に厳重に警戒が必要です。  
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  【進路予想図（R 元 .10.9 12:00）】  

    
  【暴風、大雨、波浪の警報級となる可能性のある期間】  

    

  ○宇都宮地方気象台資料（R 元 .10.10）  

  【台風第19号による影響の概要】  

    台風第19号は、非常に強い勢力を維持しつつ、日本の南を北上し、

12日夜から13日にかけて関東地方に接近・上陸するおそれ。  

    栃木県では、台風の北側に位置する前線の影響で 11日から雨とな

り、12日から13日にかけて大雨となるおそれ。竜巻などの激しい突風

などが起こる可能性もある。また、台風が接近する 12日夜から 13日の

午前中にかけて、暴風となる可能性もある。  
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  【進路予想図（R 元 .10.10 9:00）】  

    
  【警報級・注意報級の期間】  

    

 （４）全国の被災概況  

   台風の接近・通過に伴い、 10 日から 13 日までの総降水量が、神奈川県

箱根で 1,000mm に達し、東日本を中心に 17 地点で 500mm を超えた。特

に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点で 3、6、12、24

時間降水量の観測史上 1 位の値を更新する等記録的な大雨となった。  

   この大雨について気象庁は、 10 月 12 日 15 時 30 分から順次、静岡県、

神奈川県、東京都、埼玉県、群馬県、山梨県、長野県、茨城県、栃木県、

新潟県、福島県、宮城県、岩手県の 1 都 12 県に大雨特別警報を発表し、

最大級の警戒を呼びかけた (13 日 8 時 40 分までに全て解除 )。  

  【24 時間降水量（期間： R 元 .10.10～10.13）】  

順位  都道府県  市町村  地点名  月日  降水量  

1 神奈川県  足柄下郡箱根町  箱根  10.12 942.5mm 

2 静岡県  伊豆市  湯ヶ島  10.12 717.5mm 

3 埼玉県  秩父市  浦山  10.12 647.5mm 
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順位  都道府県  市町村  地点名  月日  降水量  

4 東京都  西多摩郡檜原村  小沢  10.12 627.0mm 

5 静岡県  静岡市葵区  梅ヶ島  10.12 613.5mm 

6 神奈川県  相模原市緑区  相模湖  10.12 604.5mm 

7 宮城県  伊具郡丸森町  筆甫  10.13 588.0mm 

8 埼玉県  比企郡ときがわ町  ときがわ  10.12 587.0mm 

9 東京都  西多摩郡奥多摩町  小河内  10.12 580.0mm 

10 埼玉県  秩父市  三峰  10.12 561.5mm 

  ○河川の決壊  

   国管理河川：堤防決壊 6 水系 7 河川 12 箇所  

         （鳴瀬川水系吉田川、阿武隈川水系阿武隈川、久慈川水系

久慈川、那珂川水系那珂川、荒川水系越辺川、荒川水系

都幾川、信濃川水系千曲川）  

   県管理河川：堤防決壊 7 県 20 水系 67 河川 128 箇所  

         （宮城県 4 水系 18 河川 36 箇所、福島県 11 水系 23 河川

49 箇所、茨城県 2 水系 4 河川 6 箇所、栃木県 2 水系 13 河

川 27 箇所、埼玉県 1 水系 2 河川 2 箇所、新潟県 2 水系 2

河川 2 箇所、長野県 1 水系 5 河川 6 箇所 ) 

  【土砂災害（関東甲信、東北）】（国土交通省調べ）  

   土石流：393 件   地すべり： 12 件   がけ崩れ： 455 件  

   （青森県 1 件、岩手県 98 件、宮城県 254 件、秋田県 1 件、山形県 3 件、  

   福島県、茨城県 15 件、栃木県 36 件、群馬県 86 件、埼玉県 28 件、千葉

県 2 件、東京都 23 件、神奈川県 94 件、山梨県 13 件、長野県 61 件）  

  【▼人的・住家被害】（消防庁調べ）  

都道府県  死者  
行  方  

不明者  

負傷者  住家被害  

重症  軽症  全壊  半壊  一部破損 床上浸水 床下浸水 

青  森  県     1   1 7 9 

岩  手  県  3  4 3 41 786 989 45 839 

宮  城  県  19 2 8 35 304 2,974 2,718 1,587 12,300 

秋  田  県        8   

山  形  県    2 1 1 5 32 65 98 

福  島  県  32  1 58 1,470 12,454 6,868 1,158 446 

茨  城  県  2 1  20 146 1,601 1,501 27 523 

栃  木  県  4  4 19 84 5,205 8,314 2 408 

群  馬  県  4  1 8 22 296 568 22 112 

埼  玉  県  4  1 32 134 541 699 2,370 3,388 
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都道府県  死者  
行  方  

不明者  

負傷者  住家被害  

重症  軽症  全壊  半壊  一部破損 床上浸水 床下浸水 

千  葉  県  12  2 28 65 1,909 6,182 469 884 

東  京  都  1   10 36 658 976 318 532 

神奈川県  9  3 35 48 680 2,059 715 468 

山  梨  県     1 2 3 67 1 6 

長  野  県  5  5 39 916 2,496 3,463 8 1,419 

計  95 3 31 290 3,269 29,608 34,445 6,794 21,432 

    ＜（４）全国の被災概況に係る出典  

 ：気象庁  災害時自然現象報告書 2020 年第 3 号より＞  
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 １．気象の概況                            

 （１）発表された気象情報（宇都宮地方気象台発表）  

 

 ※10.16 18:03 に洪水警報が解除され、全ての気象情報が解除となった。  

 （２）解析雨量（雨雲の動き）  
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                   ＜出典：気象庁ホームページより＞  

 （３）雨量概況（ R 元 .10.12 0:00～24:00 の一日降水量）  

  〇巴波川・永野川流域  

観測点  降水量  備考  

新落合雨量観測局（鹿沼市上永野）  490mm 国  

梅沢雨量観測局（鍋山町）  422mm 国  

永野雨量観測局（鹿沼市永野）  415mm 県  

寺尾雨量観測局（梅沢町）  369mm 県 (欠測あり ) 

皆川雨量観測局（皆川城内町）  358mm 県  

栃木地域観測所（平井町）  298mm アメダス  

栃木土木雨量観測局（神田町）  264mm 県  

  ※参考： (県 )永野川計画規模（1/100）降雨量  292mm/48 時間  

      (県 )巴波川計画規模（1/100）降雨量  240mm/24 時間  

  〇思川流域  

観測点  降水量  備考  

入粟野雨量観測局（鹿沼市入粟野）  480mm 国  

草久雨量観測局（鹿沼市草久）  467mm 国  

古峰原雨量観測局（鹿沼市草久）  451mm 県  
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観測点  降水量  備考  

上粕尾雨量観測局（鹿沼市上粕尾）  441mm 県  

遠木雨量観測局（鹿沼市中粕尾）  428mm 県  

大久保雨量観測局（鹿沼市大久保）  423mm 県 (欠測あり ) 

下久我雨量観測局（鹿沼市下久我）  401mm 県 (欠測あり ) 

粟野雨量観測局（鹿沼市口粟野）  379mm 県 (欠測あり ) 

鹿沼雨量観測局（鹿沼市府中）  378mm 国  

鹿沼土木雨量観測局（鹿沼市今宮町）  376mm 県  

板荷雨量観測局（鹿沼市板荷）  357mm 県 (欠測あり ) 

真名子雨量観測局（鹿沼市深程）  236mm 県 (欠測あり ) 

壬生雨量観測局（壬生町壬生乙）  244mm 国  

  ※参考： (県 )思川計画規模（1/100）降雨量  306mm/48 時間  

  〇渡良瀬川流域  

観測点  降水量  備考  

秋山台雨量観測局（佐野市秋山町）  471mm 県  

足尾地域観測所（日光市足尾町）  424mm アメダス  

足尾雨量観測局（日光市足尾町向原）  416mm 国  

葛生地域観測所（佐野市豊代町）  410mm アメダス  

常盤雨量観測局（佐野市仙波町）  409mm 国 (欠測あり ) 

作原雨量観測局（佐野市飛駒町）  377mm 国  

山越雨量観測局（佐野市山越町）  339mm 県  

打越雨量観測局（佐野市飛駒町）  329mm 県 (欠測あり ) 

松田雨量観測局（足利市松田町）  313mm 県  

松田雨量観測局（足利市松田町）  301mm 国 (欠測あり ) 

長谷場雨量観測局（佐野市長谷場町）  299mm 県 (欠測あり ) 

安蘇庁舎雨量観測局（佐野市堀米町）  267mm 県  

佐野地域観測所（佐野市小中町）  261.5mm アメダス  

安足土木雨量観測局（足利市伊勢町）  259mm 県  

市の沢雨量観測局（佐野市赤見町）  258mm 県  

足利地域観測所（足利市上渋垂町）  253mm アメダス  

黒保根地域観測所（桐生市黒保根町）  246.5mm アメダス  

足利雨量観測局（足利市田中町）  241mm 国  

桐生地域観測所（桐生市元宿町）  232mm アメダス  

北大網雨量観測局（佐野市下彦間町）  127mm 県 (欠測あり ) 

  ※参考： (国 )渡良瀬川計画規模（ 1/100）降雨量  434mm/72 時間  
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 （４）危険度分布（大雨警報（浸水害・土砂災害）及び洪水警報）  

  ○大雨警報（浸水害）危険度分布  

  

  

  

     ＜出典：気象庁ホームページより＞  
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  ○大雨警報（土砂災害）危険度分布  
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  ＜出典：気象庁ホームページより＞  

  ○洪水警報の危険度分布  
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                   ＜出典：気象庁ホームページより＞  

 （５）洪水予報・水位周知・水防警報発表状況  

  ①時系列  

日  時間  河川名  種類  発表者  
洪水  

予報  

水位  

周知  

水防  

警報  

10.12 14:30 利根川  氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 15:50 巴波川  氾濫注意情報  栃木県   ●   

  巴波川  水防警報 (準備 ) 栃木県    ●  

 16:30 秋山川  氾濫注意情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  秋山川  水防警報 (準備 ) 栃木県    ●  

  巴波川  水防警報 (準備 ) 利根川上流河川事務所    ●  

 17:20 巴波川  水防警報 (出動 ) 利根川上流河川事務所    ●  

 17:30 秋山川  氾濫警戒情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  秋山川  水防警報 (出動 ) 栃木県    ●  

 17:40 渡良瀬川  氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

  巴波川  水防警報 (出動 ) 利根川上流河川事務所    ●  

 17:50 永野川  氾濫注意情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  永野川  水防警報 (準備 ) 栃木県    ●  

 18:00 黒川  氾濫注意情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    
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日  時間  河川名  種類  発表者  
洪水  

予報  

水位  

周知  

水防  

警報  

 18:10 黒川  水防警報 (準備 ) 栃木県    ●  

 18:40 思川  水防警報 (準備 ) 利根川上流河川事務所    ●  

 18:50 渡良瀬川  氾濫注意情報  
宇都宮 地方 気象 台  

・渡良 瀬川 河川 事務 所  ●    

  秋山川  氾濫危険情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  秋山川  水防警報 (指示 ) 栃木県    ●  

 19:00 渡良瀬川  水防警報 (準備 ) 渡良瀬川河川事務所    ●  

 19:10 永野川  氾濫警戒情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  永野川  水防警報 (出動 ) 栃木県    ●  

 20:05 永野川  氾濫危険情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  永野川  水防警報 (指示 ) 栃木県    ●  

 20:10 渡良瀬川  水防警報 (出動 ) 渡良瀬川河川事務所    ●  

 20:30 思川  氾濫警戒情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 21:20 利根川  氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 21:30 渡良瀬川  氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

  渡良瀬川  氾濫警戒情報  
宇都宮 地方 気象 台  

・渡良 瀬川 河川 事務 所  ●    

  渡良瀬川  水防警報 (出動 ) 渡良瀬川河川事務所    ●  

 21:45 秋山川  氾濫発生情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 22:00 秋山川  氾濫警戒情報  渡良瀬川河川事務所   ●   

 22:05 黒川  氾濫警戒情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  黒川  水防警報 (出動 ) 栃木県    ●  

 22:40 利根川  氾濫警戒情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 22:50 渡良瀬川  氾濫警戒情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 23:00 思川  氾濫危険情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 23:35 黒川  氾濫危険情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 23:40 渡良瀬川  氾濫危険情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

10.13 0:30 利根川  氾濫警戒情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 0:50 利根川  氾濫危険情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 1:30 渡良瀬川  氾濫危険情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 2:00 永野川  氾濫発生情報  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 5:10 利根川  氾濫危険情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 7:50 渡良瀬川  氾濫警戒情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 8:30 渡良瀬川  警戒情報解除  
宇都宮 地方 気象 台  

・渡良 瀬川 河川 事務 所  
●    

 10:50 利根川  氾濫警戒情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 11:00 渡良瀬川  氾濫注意情報解除  
宇都宮 地方 気象 台  

・渡良 瀬川 河川 事務 所  
●    

 13:40 渡良瀬川  警戒情報解除  気象庁・関東地方整備局  ●    



Ⅳ 栃木市の気象概況及び被害概況 

 

- 25 - 

日  時間  河川名  種類  発表者  
洪水  

予報  

水位  

周知  

水防  

警報  

 15:20 利根川  警戒情報解除  気象庁・関東地方整備局  ●    

10.14 3:10 渡良瀬川  氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 6:50 渡良瀬川  氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  ●    

 17:50 利根川  氾濫注意情報解除  気象庁・関東地方整備局  ●    

 22:20 渡良瀬川  氾濫注意情報解除  気象庁・関東地方整備局  ●    

10.16 17:20 秋山川  氾濫注意情報解除  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 17:30 思川  氾濫注意情報解除  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 17:40 黒川  氾濫注意情報解除  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

 18:00 永野川  氾濫注意情報解除  宇都宮地方気象台・栃木県  ●    

  ②洪水予報発表状況  

  （利根川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 14:30 氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  

 21:20 氾濫注意情報   

 22:40 氾濫警戒情報   

10.13 0:30 氾濫警戒情報   

 0:50 氾濫危険情報   

 5:10 氾濫危険情報   

 10:50 氾濫警戒情報   

 15:20 氾濫注意情報 (警戒情報解除 )  

10.14 17:50 氾濫注意情報解除   

  （渡良瀬川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 18:50 氾濫注意情報  宇都宮地方気象台  

・渡良瀬川河川事務所   21:30 氾濫警戒情報  

10.13 8:30 氾濫注意情報 (警戒情報解除 )  

 11:00 氾濫注意情報解除   

  （渡良瀬川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 17:40 氾濫注意情報  気象庁・関東地方整備局  

 21:30 氾濫注意情報   

 22:50 氾濫警戒情報   

 23:40 氾濫危険情報   

10.13 1:30 氾濫危険情報   

 7:50 氾濫警戒情報   
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日  時間  種類  発表者  

 13:40 氾濫注意情報 (警戒情報解除 )  

10.14 3:10 氾濫注意情報   

 6:50 氾濫注意情報   

 22:20 氾濫注意情報解除   

  （永野川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 17:50 氾濫注意情報  宇都宮地方気象台・栃木県  

 19:10 氾濫警戒情報   

 20:05 氾濫危険情報   

10.13 2:00 氾濫発生情報   

10.16 18:00 氾濫注意情報解除   

  （思川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 20:30 氾濫警戒情報  宇都宮地方気象台・栃木県  

 23:00 氾濫危険情報   

10.16 17:30 氾濫注意情報解除   

  （黒川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 18:00 氾濫注意情報  宇都宮地方気象台・栃木県  

 22:05 氾濫警戒情報   

 23:35 氾濫危険情報   

10.16 17:40 氾濫注意情報解除   

  （秋山川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 16:30 氾濫注意情報  宇都宮地方気象台・栃木県  

 17:30 氾濫警戒情報   

 18:50 氾濫危険情報   

 21:45 氾濫発生情報   

10.16 17:20 氾濫注意情報解除   

  ③水位周知発表状況  

  （巴波川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 15:50 氾濫注意情報  栃木県  
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  （秋山川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 22:00 氾濫警戒情報  渡良瀬川河川事務所  

  ④水防警報発表状況  

  （渡良瀬川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 19:00 水防警報 (準備 ) 渡良瀬川河川事務所  

 20:10 水防警報 (出動 )  

 21:30 水防警報 (出動 )  

  （巴波川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 16:30 水防警報 (準備 ) 利根川上流河川事務所  

 17:20 水防警報 (出動 )  

 17:40 水防警報 (出動 )  

  （巴波川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 15:50 水防警報 (準備 ) 栃木県  

  （永野川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 17:50 水防警報 (準備 ) 栃木県  

 19:10 水防警報 (出動 )  

 20:05 水防警報 (指示 )  

  （思川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 18:40 水防警報 (準備 ) 利根川上流河川事務所  

  （黒川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 18:10 水防警報 (準備 ) 栃木県  

 22:05 水防警報 (出動 )  

  （秋山川）  

日  時間  種類  発表者  

10.12 16:30 水防警報 (準備 ) 栃木県  

 17:30 水防警報 (出動 )  

 18:50 水防警報 (指示 )  
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 （６）管内水位観測所河川水位状況  

  ○巴波川（中里）  

 

  ○巴波川（倭橋）  

 
 

  ○永野川（大平橋上）  
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  ○永野川（永倉橋）  

 

  ○思川（保橋）  

 

  ○三杉川（願成寺橋）  
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  ○赤津川（伊吹橋）  

 

  ○渡良瀬川（藤岡）  

 

  ○利根川（栗橋）  
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 ２．浸水状況（推定）                         

※凡例    

  →  浸水状況（推定）  
    

 × →  決壊・越水・溢水 

 

 （１）都賀地域・西方地域  方面  

     

     

    《西方町真名子地内：土石流》写真  

 

  

  《都賀町大柿地内：逆川》       《都賀町富張地内：赤津川》  
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 （２）栃木地域（星野・寺尾）方面  

     

 

     

       《出流町地内：片角川》  

 

 

《星野町地内：永野川  牛落橋上下》  
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 （３）栃木地域（吹上・皆川・栃木）方面  

     

    《参考》栃木市ハザードマップ  

     
 

  

《巴波川周辺：市役所立駐屋上から》    《巴波川周辺：蔵の街大通り》   
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 （４）大平地域  方面  

     

    《参考》栃木市ハザードマップ  

     
 

  

《大平町川連・下皆川地内》  
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 （５）藤岡地域  方面  

     

 

     

     《藤岡町甲地内：蓮花川江戸尻橋》  

 

 

《藤岡町赤麻地内》      

 

 

花  



Ⅳ 栃木市の気象概況及び被害概況 

 

- 36 - 

 （６）岩舟地域  方面  

     

 

     
 

 

《岩舟町古江地内：三杉川》      

花  
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 《参考》  

  台風等による豪雨により浸水した家屋、冠水した道路を着色した「栃木市

浸水実績マップ」を栃木市ホームページに掲載。  

  （注意）浸水実績マップに掲載されている情報は、家屋等の調査により栃

木市が確認できた浸水実績であり、市内で発生したすべての浸水

箇所が掲載されているものではない。  

  ○参考 URL https://www.city.tochigi . lg.jp/site/suidou/1678.html  

   または、「栃木市浸水実績マップ」で検索。  

 

 

 

 

《薗部町 3 丁目地内：永野川  上人橋》  

 

 

https://www.city.tochigi.lg.jp/site/suidou/1678.html
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 ３．被害の概要                            

 （１）人的被害の状況（R2.10.30 12 時現在）  

  ・死亡  １名（溺死）薗部町１丁目錦着山南側  

  ・重症  ２名（土砂崩れにより倒壊した家屋の下敷き）岩舟町小野寺  

        （低体温症）大平町真弓  

 （２）り災証明/ひ災証明の発行件数（ R2.10.29 現在）  

区分  受付件数  交付件数  

り災証明  7,068 件  7,068 件  

ひ災証明  8,203 件  8,203 件  

  （参考）調査件数  20,832 件  

 （３）建物被害の状況（R2.10.29 現在）  

  ○住家  8,003 世帯  

地域  全壊  大規模半壊  半壊  
一部損壊  

(準半壊 ) 

一部損壊  

(10%未満 ) 

栃木  7 51 2,248 240 3,665 

大平  2 44 492 78 1,043 

藤岡  3 1 3 10 18 

都賀  1 0 3 1 41 

西方  0 0 1 0 15 

岩舟  1 0 4 0 31 

合計  14 96 2,751 329 4,813 

  （参考）床上浸水 3,961 世帯   床下浸水 4,016 世帯  

      土砂災害等 26 世帯  

  ○非住家  1,839 件  

地域  全壊  
大規模  

半  壊  
半壊  

一部損壊  

(準半壊 )  

一部損壊  

(10%未満 )  

床上  

浸水  

床下  

浸水  

栃木  1 11 235 75 494 669 0 

大平  0 3 54 31 112 118 0 

藤岡  0 0 2 2 2 4 0 

都賀  0 0 0 0 5 4 0 

西方  0 0 0 2 3 1 0 

岩舟  0 0 2 2 7 0 0 

合計  1 14 293 112 623 796 0 

  （参考）床上浸水 1,449 件   床下浸水 390 件  
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（４）河川等被害の状況  

  ○河川決壊  

河川名  左右岸  被災箇所  

永野川  

左右岸  片柳 5 丁目 (二杉橋下 ) 

左  岸  星野町 (新栗生橋上下 ) 

左  岸  薗部町 (上人橋上 ) 

左右岸  星野町 (牛落橋上下 ) 

右  岸  大平町川連 (JR 鉄道橋上下 ) 

右  岸  岩出町 (大砂橋下 ) 

左  岸  大皆川町（対嶺橋下）  

三杉川  左  岸  岩舟町古江 (樋の口橋上下 ) 

  ○主な河川の越水・溢水  

河川名  左右岸  被災箇所  

柏倉川  左  岸  柏倉町 (関村橋下 ) 

巴波川  左右岸  沖の橋～幸来橋  

永野川  

右  岸  梅沢町 (大久保橋下 ) 

右  岸  星野町 (台橋下 ) 

左  岸  皆川城内町 (対嶺橋下 ) 

右  岸  大平町下皆川 (永久橋上 ) 

左  岸  大平町川連 (JR 鉄道橋下 ) 

赤津川  左右岸  伊吹橋上下  

逆川  
左  岸  都賀町大柿 (逆川橋上 ) 

左  岸  都賀町大柿 (愛宕橋～赤津郵便局下 ) 

  ○主な被災河川（護岸破損、河川埋塞  等）  

河川名  左右岸  被災箇所  

永野川  
右  岸  星野町 (星野橋上下 ) 

左  岸  薗部町 (睦橋下 ) 

藤  川  左  岸  柏倉町 (明神一号橋上 ) 

出流川  

左  岸  鍋山町 (田源石灰工場前 ) 

右  岸  鍋山町 (岡田石灰工業前 ) 

左  岸  鍋山町 (田政石灰工業前 ) 

出流川  右  岸  鍋山町 (田政石灰第一工場前 ) 

赤津川  左  岸  都賀町富張 (本所橋下 ) 

逆  川  

左  岸  都賀町大柿 (逆川橋上 ) 

－  西方町真名子 (真上堰上 3 号 ) 

－  都賀町大柿 (野上附田橋上 ) 
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  ○落橋  

河川名  被災箇所  備考  

永野川  新田橋 (星野町 )  

永野川  牛落橋 (星野町 )  

永野川  諏訪橋 (大平町蔵井 )  

赤津川  仲ノ町橋 (新井町 )  

赤津川  前田橋 (新井町 )  

－  無名橋 (千塚町 ) ※永野川への流入河川  

 （５）土砂崩れ  

地域  箇所数  被災箇所  

栃木  12 箇所  
大久保町地内、志鳥町地内、柏倉町地内、尻内

町地内、鍋山町地内、星野町地内、出流町地内  

都賀  2 箇所  大柿地内  

西方  3 箇所  真名子地内、本城地内  

岩舟  2 箇所  小野寺地内  

 （６）市有施設被害                   被害額（円）  

区分  施設名称  被害額  

床上浸水  市民活動推進センター  －  

 本庁舎  －  

 入舟庁舎  180,180  

 入舟倉庫  －  

 皆川城内集会所  5,920,640  

 老人福祉センター長寿園  14,249,400  

 そのべ児童館  1,291,400  

 横山郷土館  7,516,300  

 山車会館  －  

 観光協会 (南蔵 ) －  

 蔵の街観光館  －  

 大平西地区加工所  1,159,400  

 水道庁舎  3,935,800  

 第五小給食共同調理場  －  

 大平武道館  －  

 大平文化会館  9,919,800  

 大平分署  8,943,675  

 消防団水防倉庫 (片柳 ) －  

床下浸水  藤岡富吉集会所  －  
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区分  施設名称  被害額  

 大平榎本集会所  －  

 大平西子どもの家  3,685,000  

浸水被害  大平健康福祉センター (ゆうゆうプラザ )  3,166,636  

 薗部浄水場 (送水ポンプ等被害 ) 542,760,548  

 薗部第 3 水源  2,977,920  

 藤岡蛭沼浄水場  853,820  

 大平川連浄水場  46,860,000  

 藤岡甲増圧ポンプ場  －  

雨漏り  いまいずみ児童館  －  

 消防団岩舟方面隊第 1 分団第 1 部機械器具置場  47,300  

天井一部落下  栃木市総合体育館サブ競技場  40,612,000  

屋根破 損・ 駐車 場陥 没  岩舟下津原集会所  211,200  

井戸ﾎﾟﾝﾌﾟ水没  消防団 栃木 方面 隊第 11 分団 第 4 部機械 器具置 場  693,011  

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ倒壊  

･稲わら流入  
上・下高島・真弓地域のひろば  688,270  

ﾌｪﾝｽ倒壊  富田大平下駅公園  2,200,000  

 富田城の内公園  1,705,000  

ﾌﾞﾛｯｸ塀倒壊  旧下都賀病院北病棟跡地  －  

園路脇  洗 堀 ･法面 崩壊  皆川城址公園  489,500  

園路脇  竹柵倒壊  中州親水公園  594,000  

給水管破損  柏倉町種入橋水管橋  455,039  

配水管露出  出流浄水場  2,201,100  

 西方町真名子中内橋水管橋  135,960  

合  計   703,452,899 

   ※被害があっても復旧や修繕において支出がなかった場合、「－」と  

    しております。  

 （７）小中学校被害  

                           被害額（千円）  

学校名  
被害額  

（ 復 旧 費 用 ）  
被害概要  復旧概要  

栃木中央小学校  86 校庭浸水  校庭砂補充  

栃木第五小学校  5,944 
校舎床上浸水  校舎床一部復旧  

校庭土砂流入  校庭土砂撤去及び補修整備  

吹上小学校  13,211 校庭土砂流入  校庭土砂撤去及び補修整備  

寺尾小学校  62 校庭浸水  浄化槽ブロア改修  

大平西小学校  44,388 校舎床上浸水  校舎床一部復旧  
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学校名  
被害額  

（ 復 旧 費 用 ）  
被害概要  復旧概要  

蓄熱暖房、空調整備改修  

栃木西中学校  26,046 

校舎床上浸水  
校舎床一部復旧  

備品購入、空調設備改修  

体育館床下浸水  床下排水  

武道場床下浸水  床一部復旧  

校庭土砂流入  校庭土砂撤去及び補修整備  

皆川中学校  21,364 校庭土砂流入  校庭土砂撤去及び補修整備  

寺尾中学校  9,018 

体育館床上浸

水  
体育館床一部復旧  

校庭浸水  校庭補修整備  

大平中学校  75 校庭浸水  備品購入  

合  計  120,194   

 （８）道路被害（林道含む）（R2.10.30 現在）  

  計 19 箇所  

地域  箇所数  備考  

栃木  6 箇所  出流町地内、尻内町地内、鍋山町地内  

大平  4 箇所  西水代地内、下皆川地内、富田地内、蔵井地内  

都賀  3 箇所  深沢地内、臼久保地内  

西方  4 箇所  真名子地内  

岩舟  2 箇所  小野寺地内、三谷地内  

  （参考）土砂崩れ、法面崩壊、路肩崩れ、陥没、冠水など  

 （９）道路橋梁・河川被害額  

                           被害額（千円）  

項目  被害額（復旧費用）  備考  

道路災害復旧工事  1,354,911  

橋梁災害復旧工事  253,774  

河川災害復旧工事  349,421  

合  計  1,958,106   

  （注）未完了工事の見込額含む  

 

 

  



Ⅳ 栃木市の気象概況及び被害概況 

 

- 43 - 

 （１０）農業被害  

  ○農作物等（R2.2.27 現在）  

区分  金額  備考  

農作物  846,312 千円  149 戸  57.65ha いちご、にら等  

農業用施設  98,801 千円  18 戸  60 施設  ﾊﾟｲﾌﾟﾊｳｽ等  

農業機械  94,290 千円  86 台  －  乾燥機、耕運機等  

  ○農業用施設（R2.2.13 現在）  

区分  金額  備考  

農地 (田畑 ) 401,558 千円  60 箇所  39.67ha 土砂等流入  

  39 箇所  1,778m 畦畔崩落  

用排水施設  346,071 千円  469 件  －  揚水機ﾎﾟﾝﾌﾟ故障等  

農道  5,538 千円  12 箇所  －  路肩崩壊  

頭首工  9,767 千円  2 箇所  －  小倉堰、部屋堰  

ため池  87,324 千円  5 箇所  －   

林道関係  11,996 千円  6 箇所  －  土砂崩れ  

  1 箇所  －  倒木  

  9 箇所  －  林道損壊  

 （１１）商工業被害  

   被害件数  480 件   被害金額  7,270,963 千円  

地域  被害事業所数  推定被害額  

栃木  368 3,229,610 千円  

大平  103 4,029,603 千円  

藤岡  4 4,250 千円  

都賀  4 5,500 千円  

岩舟  1 2,000 千円  

 （１２）その他被害の状況  

  ○断水  

断水地区  原因  復旧  

薗部町 4 丁目、平井町  

藤岡町部屋、藤岡町赤麻、藤岡町三鴨地域  
浄水場浸水  

10.15 

10:40 

  ○停電  

停電軒数  発生  復旧  

約 17,800 軒  10.12  20:59 10.13  11:46 

       ＜東京電力パワーグリッドホームページより引用し作成＞  
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  ○交通機関  

  ・東武日光線  栗橋駅～栃木駅間  10.19 より運転再開  

  ・両毛線    岩舟駅～栃木駅間  11.11 始発から運転再開  

         足利駅～岩舟駅間  10.20 から運転再開  

         ＜各鉄道会社ホームページより引用し作成＞  

  
《大平町下皆川地内：永野川  JR 両毛線付近》  

 

《片柳町 5 丁目地内：永野川  二杉橋下流》  

 

 

《大平町蔵井：永野川  諏訪橋付近》  
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《岩舟町小野寺地内：土砂崩れ》  
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 １．対応概況                             

 （１）栃木市災害対策本部等の設置・開催状況  

開催日時  会   議   名  

10 月  

9(水 ) 16:00 第１回危機管理対策会議  ●  

11(金 ) 11:00 第２回危機管理対策会議  ●  

12(土 ) 

06:20 災害警戒本部体制  △  

09:30 第 1 回災害警戒本部会議  △  

14:15 災害対策本部体制  ★  

17:00 第１回災害対策本部会議  ★  

13(日 ) 13:30 第２回災害対策本部会議  ★  

18(金 ) 16:30 災害対策本部  第  １回連絡調整会議  □  

21(月 ) 16:30 災害対策本部  第  ２回連絡調整会議  □  

23(水 ) 16:30 災害対策本部  第  ３回連絡調整会議  □  

24(木 ) 16:30 災害対策本部  第  ４回連絡調整会議  □  

28(月 ) 17:15 災害対策本部  第  ５回連絡調整会議  □  

11 月  

6(水 ) 15:30 災害対策本部  第  ６回連絡調整会議  □  

11(月 ) 17:20 災害対策本部  第  ７回連絡調整会議  □  

27(水 ) 17:40 災害対策本部  第  ８回連絡調整会議  □  

12 月  
9(月 ) 16:30 災害対策本部  第  ９回連絡調整会議  □  

27(金 ) 15:00 災害対策本部  第１０回連絡調整会議  □  

2 月  3(日 ) 
08:30 第３回災害対策本部会議  ★  

08:40 災害対策本部  解散  ★  

  ※会議種類  ●＝危機管理対策会議   △＝災害警戒本部  

        ★＝災害対策本部     □＝災害対策本部連絡調整会議  

  参考：栃木市の通常の配備基準  

降雨状況に着目した  

配備基準  

通常の  

設置体制  
気象情報  

□大雨・洪水  

 注意報等の発表  
準備体制  

大雨注意報  

(10.11 22:07)  

□大雨・洪水・  

 暴風警報等の発表  
注意体制  

大雨警報  

(10.12 9:19) 

□大雨・洪水警報等に加え、  

 土砂災害警戒情報等の発表  

災害警戒  

本部体制  

土砂災害警戒情報  

(10.12 17:20) 

□特別警報の発表  
災害対策  

本部体制  

特別警報  

(10.12 19:50) 

災害警戒本部  

10.12 6:20 設置  

災害対策本部  

10.12 14:15 設置  

危機管理対策会議  

10.9 16:13 開催  

東日本台風時  
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 （２）庁内における対応等  

開催日時  内    容  

10 月  

8(火 ) 情報収集  
市民向け周知情報（台風に備えて）の収集  

（全課）  

9(水 ) 協   議  
永野川増水に備えたポンプ設置  

（道路河川維持課）  

10(木 ) 対   応  
一部公用車移動  

（移動先：市民会館、勤労者体育ｾﾝﾀｰへ）  

11(金 ) 

協   議  
10.12 午前７時の自主避難所開設調整  

（正副市長）  

情報提供  
市の体制、自主避難所開設について情報提供  

（自衛隊第 12 特科隊）  

情報提供  
市の体制、自主避難所開設について情報提供  

（栃木警察署/市議/ﾌﾟﾚｽ）  

10 月  

10(木 ) 

13:20 
市民周知  

注意喚起 (台風に備えて ) 

※媒体： HP/Twitter/FB/CC9 

10(木 ) 

17:00 
市民周知  

注意喚起 (台風に備えて ) 

※媒体：屋外ｽﾋﾟｰｶｰ 

11(金 ) 

14:30 
 

自主避難所開設  

※媒体：CATV 生活安全情報配信  

 （３）避難勧告等の発令状況  

  ○時系列の発令状況  

  ・発令回数：計 17 回（9 河川）  

   ・避難勧告等発令対象者：延べ  35,245 世帯/89,348 人  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

10 

月  

12 

日  

㈯  

14:15 

巴波川・永野川沿い  

土砂災害警戒区域  

(全域 )  

  

16:30  
巴波川･三杉川･  

赤津川沿い  
 

17:20  
土砂災害警戒区域  

(出流町 )  
 

18:25  赤津川 (栃木・都賀地域 )  

18:55  永野川・柏倉川・藤川沿い   

19:50   永野川 (大平町川連 )  

20:00   赤津川 (吹上町 )  

20:30  利根川 (藤岡町下宮 )   

20:45   巴波川 (小平町 )  
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災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

21:10   永野川 (大平町榎本 )  

22:15  思川沿い   

23:00  渡良瀬川沿い   

23:50  
土砂災害警戒区域  

(全域 )  
 

23:55   三杉川 (藤岡町都賀 )  

13 

㈰  

02:00  
利根川 (渡良瀬川以南  

の藤岡町藤岡･内野 )  
 

11:25  
三杉川 (藤岡町都賀 )  

渡良瀬川 (藤岡町赤麻 )  
 

14:10  
赤 津 川 沿 い ( 藤 岡 地

域 ) 
 

  ○河川別の発令状況（巴波川）  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・  

避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

12 

㈯  

14:15 巴波川沿い    

16:30  巴波川沿い   

20:45   
巴波川  

(小平町 )  

  ○河川別の発令状況（永野川）  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・  

避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

12 

㈯  

14:15 永野川沿い    

18:55  永野川沿い   

19:50   
永野川  

(大平町川連 )  

21:10   
永野川  

(大平町榎本 )  

  ○河川別の発令状況（赤津川）  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・  

避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

12 

㈯  

16:30  赤津川沿い   

18:25  
赤津川沿い  

(栃木・都賀地域 )  
 

20:00   
赤津川  

(吹上町 )  

13 

㈰  
14:10  

赤津川沿い  

(藤岡地域 )  
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  ○河川別の発令状況（柏倉川・藤川）  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・  

避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

12 

㈯  
18:55  柏倉川・藤川沿い   

  ○河川別の発令状況（三杉川）  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・  

避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

12 

㈯  

16:30  三杉川沿い   

23:55   
三杉川  

(藤岡町都賀 )  

13 

㈰  
11:25  

三杉川  

(藤岡町都賀 )  
 

  ○河川別の発令状況（思川・渡良瀬川・利根川）  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・  

避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

12 

㈯  

20:30  
利根川  

(藤岡町下宮 )  
 

22:15  思川沿い   

23:00  渡良瀬川沿い   

13 

㈰  

02:00  

利根川  

(渡良瀬川以南の藤岡

町藤岡･内野 )  

 

11:25  
渡良瀬川  

(藤岡町赤麻 )  
 

  ○土砂災害に対する発令状況  

災害  

情報  

日時  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ３】  

避難準備・  

高齢者等避難開始  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ４】  

避難勧告・  

避難指示  

【警戒ﾚﾍﾞﾙ５】  

災害発生情報  

12 

㈯  

14:15 
土砂災害警戒区域  

(全域 )  
  

17:20  
土砂災害警戒区域  

(出流町 )  
 

23:50  
土砂災害警戒区域  

(全域 )  
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  参考：河川水位と避難勧告等発令のタイミング  

     （ P28～ 31 管内水位観測所河川水位状況を再掲）  
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 （４）避難所の設置状況  

  ○避難所の設置状況  

10.12 7:00 自主避難所開設（ 10 箇所）  

  

 栃木地域：寺尾公民館、皆川公民館、  

      吹上公民館、  

      西部生きがいセンター  

 大平地域：大平公民館  

 藤岡地域：藤岡保健福祉センター  

 都賀地域：都賀公民館  

 西方地域：真名子夢ホール、  

      西方総合文化体育館  

 岩舟地域：岩舟健康福祉センター  

10.12 14:15 避難準備・高齢者等避難開始  発令  

  

 発令時：17 箇所開設  

 随時開設  最大 22 箇所開設  

 ピーク：12 日 23 時  937 世帯/2,273 人  

11.12 －  発災から１ヶ月  

   避難者数：35 世帯/67 人  4 箇所  

12.21 18:00 全避難所閉鎖  

  ○開設避難所  

開設避難所  

避難者数（世帯数）  

10.12 

(土 ) 

12.20 

(金 ) 

12.21 

(土 ) 

12.22 

(日 ) 

(7 時 ) (23 時 )※  (12 時 ) (12 時 ) (12 時 ) 

1 寺尾中学校  0（0）  165( 64) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

2 吹上公民館  4（4）  121( 54) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

3 皆川公民館  0（0）  44( 17) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

4 西部生きがいセンター  0（0）  118( 67) 10(5) 8(4) 閉鎖  

5 栃木中央小学校  0（0）  99( 59) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

6 南小学校  0（0）  89( 37) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

7 栃木東中学校  0（0）  28( 15) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

8 栃木西中学校  0（0）  282(118) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

9 とちぎｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗザ  0（0）  107( 40) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

10 吹上小学校  0（0）  37( 10) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

11 国府北小学校  0（0）  11( - ) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

12 大平公民館  0（0）  423(173) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

13 大平東地区公民館  0（0）  180( 59) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  
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開設避難所  

避難者数（世帯数）  

10.12 

(土 ) 

12.20 

(金 ) 

12.21 

(土 ) 

12.22 

(日 ) 

(7 時 ) (23 時 )※  (12 時 ) (12 時 ) (12 時 ) 

14 大平南小学校  0（0）  12( - ) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

15 栃木翔南高校  0（0）  0(  0) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

16 藤岡保健福祉センター  0（0）  56( 26) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

17 藤岡第二中学校  0（0）  130( 61) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

18 藤岡公民館  0（0）  0(  0) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

19 都賀公民館  0（0）  90( 31) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

20 真名子夢ホール  0（0）  72( 28) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

21 西方総合文化体育館  0（0）  84( 32) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

22 岩舟健康福祉センター  0（0）  125( 46) 閉鎖  閉鎖  閉鎖  

23 寺尾公民館  ―  ―  閉鎖  閉鎖  閉鎖  

24 栃木保健福祉センター  ―  ―  閉鎖  閉鎖  閉鎖  

25 大平南地区公民館  ―  ―  閉鎖  閉鎖  閉鎖  

 計  4（ 4）  2,273(937) 10(5) 8(4) 0(0) 

                          ※避難者ピーク時  

  ○避難所運営延べ従事者数  

   延べ従事者数： 1,572 人（12.21 現在）  

   ※10.14 まで 1 日 2 交代、2 名 1 組体制（基本）  

   ※10.15 から 1 日 8 時間×3 交代  

  ○協定に基づく福祉避難所  

   避難者が滞在した施設  5 施設  8 人  

  ○広域避難  

   ・市外への避難  

    ①「災害時広域支援連携協定」に基づく避難  

     避難場所：小山市立美田中学校  

     避難者数： 3 人（大平町榎本在住）  ※小山市危機管理課より  

    ②「関東どまんなかサミット会議構成市町の災害時における相互応援

に関する協定」に基づく避難  

     避難場所：東洋大学  

     避難者数： 4 人（藤岡町藤岡在住）  ※板倉町総務課より  

   ・市内への避難  

    ①「関東どまんなかサミット会議構成市町の災害時における相互応援

に関する協定」に基づく避難  
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     避難場所：藤岡小学校と藤岡第一中学校を開設  

     避難者数：７名（加須市から藤岡第一中学校避難）  

     閉  鎖  日：藤岡小学校    10 月 13 日 6 時閉鎖  

          藤岡第一中学校  10 月 13 日 9 時閉鎖  

 （５）災害ごみ  

  ○災害ごみ発生量：総量 40,691.37t 

災害廃棄物の種類  量： t 

可燃物  2,727.43 

不燃物  1,413.95 

廃畳  1,210.30 

木くず  1,527.44 

粗大ごみ  979.68 

がれき類  347.00 

金属くず  319.86 

特定家電  174.90 

小型家電  191.25 

ベッドマットレス  15.66 

廃タイヤ  73.45 

廃消火器  6.28 

廃 LP ガス容器  0.77 

混合廃棄物  2,530.48 

土砂混合廃棄物  7,323.04 

稲わら  3,958.09 

家屋解体ごみ (公費解体 ) 6,957.69 

家屋解体ごみ (自費解体 ) 10,927.10 

その他 (廃塗料等 ) 7.00 

  ○災害ごみ仮置場  

   仮置場設置個所数： 17 箇所  

   総面積：89,368 ㎡  

名称  所在地  

栃木市総合運動公園  栃木市川原田町 760 

栃木警察署跡地  栃木市室町 11 

大平運動公園  栃木市大平町蔵井 1547 

藤岡遊水池会館  栃木市藤岡町藤岡 1788 

つがの里  栃木市都賀町臼久保 325 

都賀市民運動場  栃木市都賀原宿 521 
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名称  所在地  

西方保健センター  栃木市西方町本城 1 

旧静和連絡所  栃木市岩舟町静和 2170－1 

衛生センター  栃木市城内町 2-61-5 

旧寺尾南小学校  栃木市尻内町 680-1 

永野川緑地公園  栃木市岩出町 117-2 

とちぎクリーンプラザ  栃木市梓町 456-32 

JA しもつけ藤田倉庫  栃木市藤田町 113 

JA しもつけ水代ライスセンター  栃木市大平町西水代 487-1 

JA しもつけ岩舟ライスセンター  栃木市岩舟町和泉 906-3 

JA しもつけ藤岡ライスセンター  栃木市藤岡町蛭沼 2 

西前原排水機場  栃木市藤岡町富吉 1644-1 

 （６）災害廃棄物対策特別チーム  

  ○活動期間  令和元年 11 月 11 日～令和 2 年 3 月 31 日  

        ※栃木県からの派遣職員にあっては 3 月 19 日まで  

  ○専従職員  ７人（栃木県及び壬生町から 1 名ずつ派遣及び環境課、商工

振興課、人権・男女共同参画課、職員課、交通防犯課

から 1 名ずつ職の兼務）  

  ○業務内容  ①災害廃棄物関係予算及び災害等廃棄物処理事業費補助金申

請に関すること  

        ②国・県等関係機関との連絡調整に関すること  

        ③廃棄物処理事業者等関係者との調整及び契約に関すること  

  ○活動状況  

   ・災害等廃棄物処理事業費補助金補助対象事業限度額通知  

                        …  令和元年 11 月 11 日  

   ・国 へ の 被 害 報 告 …  令和元年 11 月 25 日  

   ・災害等廃棄物処理事業費見込額の報告 …  令和元年 11 月 25 日  

   ・災害等廃棄物処理事業費補助金交付決定  …  令和元年 12 月 3 日  

   ・災害等廃棄物処理事業費補助金概算請求  …  令和元年 12 月 4 日  

   ・災害報告書の提出 …  令和 2 年 1 月 17 日  

   ・国 の 災 害 査 定 …  令和 2 年 2 月 5 日～令和 2 年 2 月 7 日  

 （７）公費解体対策特別チーム  

  ○活動期間  令和 2 年 2 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日  

  ○専従職員  3 人（環境課、契約検査課、情報システム課から 1 名ずつ職

の兼務）  

  ○業務内容  ①公費解体制度に関すること  
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        ②自費解体費用償還制度に関すること  

  ○活動状況  ・申請受付  …  令和 2 年 2 月 3 日～令和 2 年 3 月 31 日  

        ・公 費 解 体 制 度 …  131 件（179 棟）  

        ・自費解体費用償還制度 …  193 件（240 棟）  

 （８）被災者支援総合対策班  

  ○活動期間  令和元年 11 月 12 日 (火 )～令和 2 年 1 月 31 日 (金 ) 

  ○専従職員  ８人（統括班、被害調査班、被災者支援班、福祉救援班、救

護班、住宅復興班、避難所班から選抜）  

  ○活動方針  ステップ１  避難所生活の解消（＝避難所の閉鎖）  

        ステップ２  支援メニュー対応のワンストップ化（訪問・電

話等により支援策を案内）  

        ステップ３  継続的な被災者支援・見守り（要支援者対応を

関係各課へ依頼）  

  ○活動状況  

   ①11 月 12 日 (火 )～12 月 21 日 (土 )：避難所の閉鎖に向けた活動  

    ・被災者ヒアリングを適宜実施し、個別支援策の検討  

    ・退所後の住まいや補助金等の支援メニューを案内  

    ・各避難所の運営方針を避難所班・危機管理課と適宜協議  など  

   参考：11 月 12 日以降に避難所を退所された方の退所後の住まい  

退所先  官舎  賃貸  
応急  

仮設  

県営  

住宅  
 

世帯数  

(人数 ) 

1 

(2) 

3 

(6) 

9 

(19) 

4 

(5) 
 

      

退所先  
市営  

住宅  
自宅  知人宅  施設  計  

世帯数  

(人数 ) 

6 

(9) 

10 

(24) 

1 

(1) 

2 

(2) 

36 

(68) 

   ②12 月 23 日 (月 )～25 日 (水 )、1 月 20 日 (月 )：生活再建及び健康状態の

確認  

    ＜12 月実施分＞  

    ・対  象  者： 52 世帯  ※発災後 10 日間を避難所で過ごした世帯  

    ・実  施  者：被災者支援総合対策班、地域包括ケア推進課、健康増進

課、栃木市社会福祉協議会  

    ・協力機関： NPO セカンドハーベストジャパン  

    ・方   法：対象世帯に家庭訪問し、退所後の生活状況と健康状態の

確認及び NPO セカンドハーベストジャパンからの食糧支

援を実施  

    ・訪問結果  
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結   果  
65 歳未満  

（世帯）  

65 歳以上  

（世帯）  

計  

（世帯）  

確認済み  13 15 28 

継続支援  0 4 4 

再  訪  問  

12 月退所のため  4 8 12 

健康状態の確認のため  1 0 1 

生活状況の確認のため  1 0 1 

そ  の  他  
関係機関へ情報提供  1 0 1 

健康状態確認  1 0 1 

合     計  21 27 48 

     （不在者対応内訳）  

内  容  件数（世帯）  

継続支援依頼（担当課で対応） 2 

再訪問  1 

その他  1 

計  4 

    ＜1 月実施分＞  

    ・対  象  者： 20 世帯  

          ①避難所を 12 月に退所した世帯  

          ②12 月調査の結果、要継続支援となった世帯  

    ・実  施  者：被災者支援総合対策班、  

          地域包括ケア推進課、健康増進課  

    ・方   法：退所後の生活状況と健康状態の確認を実施  

    ・訪問結果  

結   果  
65 歳未満  

（世帯）  

65 歳以上  

（世帯）  

計  

（世帯）  

確認済み  5 5 10 

関係課へ情報提供  1 4 5 

担当課ですでに支援開始  1 2 3 

対策班・担当課  同伴訪問  0 2 2 

合     計  7 13 20 

   ③12 月 16 日 (月 )～1 月 30 日 (木 )：在宅等避難者の把握  

    ・対  象：り災程度が半壊以上または床上浸水の 3,875 世帯  

    ・方  法：被災後のお住まいに関するアンケート  

    ・回答数：775 件（自宅の修理が完了または進行中の場合は回答不要）  

    ・結  果  
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回       答  件数  

対策班対応結果  

修繕開始

等を確認  

支援策を  

案内  
その他  

１ .自宅  

改修工事完了   60    

改修工事中・依頼中  233    

改修工事不要   34    

清掃・片付が終わっていない  106 57 46  3 ※ 1 

改修工事の依頼が済んでない  117 58 56  3 ※ 1 

小計  550    

自宅解体予定   25    

２ .購入  

  ・賃貸  

新居として   76    

仮住まいとして   38    

小計  114    

自宅解体済・解体予定   61    

３ .知人・  

  親類宅  

自宅の改修工事中    9    

清掃作業が済んでいない   71  9 24 38 ※ 2 

小計   80    

自宅解体済・解体予定   47    

４ .上記  

  以外  

屋外生活    1   1  

その他    1   1  

小計    2    

自宅解体済・解体予定    1    

その他  

解体についてのみ回答   14    

住所氏名のみ記入・白紙   15    

小計   29    

                     ※ 1 3 件は無記名  

                     ※ 2 1 件は無記名。 37 件は解体済又は予定  

    ・対  応：返信のあった中で生活再建が進んでいないと思われる世帯

について、個別に電話や訪問にて現在の状況を確認し、そ

の世帯に適した支援策を案内した。  

 （９）ボランティアの状況  

   開  設：令和元年 10 月 14 日  

   閉  所：令和  2 年 4 月 30 日  

   場  所：栃木市市民会館  

       ※R1.12.9 栃木保健福祉センターに移転（建物西側）  

   運  営：栃木市災害ボランティアセンター（栃木市、栃木青年会議所、

NPO 法人ハイジ、栃木市社会福祉協議会）  
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   件数等：R2.4.30 現在  

ニーズ件数  762 件  

派遣件数  1,421 件  

ボランティア派遣人数（延人数）  

ボランティア派遣人数（実人数）  

8,716 人  

7,158 人  

ニーズ完了件数  790 件  

      ※ニーズ件数は新規受付のみ。  

      ※ニーズ完了件数は再ニーズも含むため、ニーズ完了件数が  

       ニーズ件数を上回ることがある。  

 （１０）他行政機関・民間等からの支援  

  ○陸上自衛隊  

   要   請：令和元年 10 月 12 日  23 時 06 分  

   期   間：令和元年 10 月 12 日  ～  11 月 1 日  

   派遣人数：延べ 2,000 人  

   活動内容：土砂崩落現場での被災者救出、避難所間の被災者移送  

        被災者安否確認、土砂撤去、災害ごみ撤去、給水支援  

        入浴施設の設置・運営  

  ○被災市町村応援職員確保システム（災害マネジメント総括支援員制度）  

機関名  業務内容  期間  延べ人数  

愛知県  
災害マネジメントの支援  

災害対応業務の支援  
10.16～11.13 96 人  

  ○国・県等  

機関名  業務内容  期間  延べ人数  

栃木県緊急対策要員  総括支援  10.12～11.12  

栃木県  

避難所での  

避難者の健康観察  
10.19～11.8 39 人  

被災地健康調査  10.30～11.1 16 人  

 

機関名  業務内容  期間  延べ人数  

国土交通省  

緊急災害対策派遣隊

(TEC-FORCE) 

災害支援調査  10.15～10.19 

20 人  

災害支援側溝清掃  12.9～12.17 

災害対策現地情報  

連絡員 (リエゾン ) 
災害支援情報収集  10.23 2 人  

栃木県警察  土砂崩落現場での  10.12～10.13 51 人  
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機関名  業務内容  期間  延べ人数  

 警備部機動隊  

 関東管区機動隊  

被災者救出  

災害派遣医療チーム

（DMAT）  

情報収集、  

避難所の巡回  
10.13、14 8 人  

災害福祉支援チーム

（DWAT）  
避難者相談支援等  10.28～11.19 50 人  

  ○他行政機関  

   ①活動内容：被害調査  

    期   間：令和元年 10 月 21 日～ 11 月 12 日  

    県   内：栃木県  

         下野市、真岡市、矢板市、那須塩原市、野木町、壬生町、

益子町、茂木町、高根沢町、芳賀町、那珂川町、塩谷町  

    県   外：愛知県、和歌山県、山口県、北海道滝川市  

   ②活動内容：災害ごみ運搬、回収、仮置き場での作業  

    期   間：令和元年 10 月 16 日～ 11 月 26 日  

    県   内：小山市、野木町  

    県   外：茨城県古河市、群馬県板倉町、埼玉県加須市、東京都杉並

区・文京区・江東区、山梨県甲府市、兵庫県神戸市  

  ○主な関係団体  

   活動内容：災害ごみ運搬、回収、仮置き場での作業、被災地健康調査、

避難所での避難者の心のケア  

   期   間：令和元年 10 月 16 日～11 月 29 日  

   団  体  名：JA しもつけ、栃木県環境美化協会、関東ダンプ協会、栃木県

建設業協会、北日本ガス、いすゞ自動車、栃木県看護協会、

日本赤十字社栃木県支部  

 （１１）ふるさと納税受入  

  ○災害対応事業（ふるさと納税）実績  

   696 件  15,114,548 円  

 （１２）災害救助法等の適用  

  ○災害救助法  

   10 月 12 日  令和元年台風第 19 号に伴う災害にかかる災害救助法の  

         適用について（内閣府発表）  

   10 月 12 日  災害救助法の適用について（栃木県知事より通知）  
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   10 月 12 日  災害救助法による救助に関する事務の一部を市長村長が  

         行うこととすることについて（栃木県知事より通知）  

   ※災害救助法の救助期間の延長協議（申請）  

    R1 年：10.18、10.21、10.25、10.31、11.8、11.15、11.22、11.29、  

        12.6、12.13、12.20、12.27 

    R2 年：1.9、1.19、1.29、2.8、2.11、2.18、2.28、3.9、3.30、  

        4.8、4.18、5.11、6.11、 7.9、8.10、9.10、10.11 

  ○被災者生活再建支援法  

   10 月 25 日  被災者生活再建支援法の適用について  

         （栃木県知事より通知）  

  ○激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律  

   11 月  1 日  激甚災害として指定（内閣府通知）  
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 ２．消防本部、消防署の活動状況                    

 （１）通話件数  

 
10.12 

15:00～  

10.13 

23:59 まで  
計  

119 受  464 件  294 件  758 件  

 （２）台風第 19 号の影響による火災件数  …  ４件  

 （３）救助件数  

 日付  栃木  大平  藤岡  都賀  西方  岩舟  合計  

出動  

件数  

10.12 16 4 0 0 1 1 22 

10.13 7 4 3 0 1 2 17 

合計  23 8 3 0 2 3 39 

 （４）救助人員  

 日付  栃木  大平  藤岡  都賀  西方  岩舟  合計  

救  助  艇  
10.12 1 17 0 0 0 0 18 

10.13 8 0 22 0 0 0 30 

背負い等  
10.12 15 4 0 0 0 1 20 

10.13 3 2 2 0 2 6 15 

合  計  27 23 24 0 2 7 83 

 （５）  消防団の活動状況  

 栃木  大平  藤岡  都賀  西方  岩舟  計  

火   災  1 1 0 0 0 0 2 

救   助  9 4 1 0 1 1 16 

避難誘導  4 0 0 1 0 0 5 

避難所搬送  2 0 0 0 0 0 2 

安否確認  2 0 0 0 1 1 4 

積土のう  3 0 1 6 6 0 16 

その他※  0 1 4 0 2 3 10 

合  計  21 6 6 7 10 5 55 
 

救出人員  10 17 22 0 2 7 58 

  ※その他  …  ・通行止め協力   ・排水ポンプ作業協力   ・巡回広報  

        ・避難誘導広報活動を全域で実施  
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 ３．支援の状況                            

 （１）総合相談窓口について  

  ○栃木地域総合窓口  

   開設期間  令和元年 11 月 23 日 (土 )～12 月 15 日 (日 ) 

   開設場所  本庁舎１階市民スペース  

件   数  区  分  来庁件数  申請件数  

 福     祉  2,069 885 

 住     宅  2,086 700 

 農業・商工業  303 45 

        ※農業・商工業は、平日各担当課で対応した件数を含む。  

  ○大平地域総合窓口  

   開設期間  令和元年 11 月 23 日 (土 )～12 月 8 日 (日 ) 

   開設場所  大平公民館１階視聴覚室  

件   数  区  分  来庁件数  申請件数  

 福     祉  280 123 

 住     宅  269 93 

 農業・商工業  50 1 

        ※農業・商工業は、平日大平総合支所産業振興課で対応した

件数を含む。  

  ○藤岡・都賀・西方・岩舟総合支所  

   受付期間  令和元年 11 月 25 日 (月 )～12 月 15 日 (日 ) 

   受付場所  福     祉・・・各総合支所市民生活課保健福祉係  

        住     宅・・・各総合支所地域づくり推進課  

        農業・商工業・・・各総合支所産業振興課  

件   数  区  分  来庁件数  申請件数  

 福     祉  62 23 

 住     宅  53 25 

 農業・商工業  46 13 

         ※12.9(月 )以降は大平総合支所で対応した件数を含む  

  ○合計件数  

件   数  区  分  来庁件数  申請件数  

 福     祉  2,411 1,031 

 住     宅  2,408 818 

 農業・商工業  399 59 
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 （２）支援の状況等                  《 R3.2.28 現在》  

№  補助金等名称  
交付件数  

（件）  

交付金額  

（円）  
備   考  

1 生活再建支援制度     

  基礎支援金のみ  93 78,625,000  

  基礎支援金・加算支援金  166 320,875,000  

2 住宅の応急修理  1,461 761,812,206  

3 生活必需品等の支援  2,001 31,830,225  

4 被災家屋等解体等支援制度     

  公費解体制度  131 473,341,000  

  自費解体費用償還制度  193 387,829,794  

5 被災児童生徒用学用品費  190 1,650,562  

6 災害見舞金  7,583 443,980,000  

7 
被災者住宅復旧支援事業費  

補助金  
965 339,395,724  

8 被災住宅再建等利子補助  37 42,904  

9 
指定民間賃貸住宅家賃等  

補助金  
17 3,400,000  

10 被災家財等補助金     

  家財・家電  1,362 75,797,000  

  自動車  3,047 354,763,000  

11 崩土除去等・敷地復旧補助金     

  農地  97 14,456,000  

  その他  778 118,542,000  

12 農業に対する支援     

  農業用機械  64 9,600,000  

  農作物等  5 2,114,995  

  農業用施設  18 60,581,000  

13 
被災事業所等復旧支援事業費  

補助金  
204 67,000,818  

14 被災中小企業再建支援補助金  156 63,381,000  

15 
被災中小企業災害復旧資金  

融資利子補助金  
75 30,915,000  
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 （３）災害義援金受入及び配布  

    被災者への支援として、令和元年 10 月 16 日から令和 2 年 3 月 31 日

まで義援金を募集した。市に寄せられた義援金については、栃木市災害

対策本部において、県の基準を参考として被害に応じた配付額を決定し

た。  

  ○市募集分  

   ・義援金総額    64,315,875 円  

   ・配付対象者数   4,067 件  

区     分  
被害種別  

1 件当たりの額  

人的被害  死    亡 34,337 円  

 重    傷 11,445 円  

家屋被害  全    壊 34,337 円  

 大規模半壊 24,036 円  

 半    壊 17,168 円  

 準  半  壊 10,301 円  

 一 部 損 壊(10％未満 ) 10,301 円  

  ○県募集分  

   ・義援金総額    1,112,394,865 円  

   ・配付対象者数   3,399 件  

区     分  
被害種別  

1 件当たりの額  

人的被害  死    亡 660,270 円  

 重    傷 198,080 円  

家屋被害  全    壊 660,270 円  

 大規模半壊 462,190 円  

 半    壊 330,130 円  

 準  半  壊 198,080 円  

 一 部 損 壊(10％未満 )  

    ※一部損壊（ 10％未満）、非住家は対象外  
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 （参考資料）  

  令和元年東日本台風における本市の被害総額推計について  

 

 参考資料として、本市の被害総額を下記のとおり推計した。入手可能な数値

を元に現実的な推計値を当てはめ、参考資料の一つとして試算したものである。 

 結論的には、令和元年東日本台風における本市の被害総額は、公共施設の被

害、農業、商工業の被害、住宅等の直接被害を合わせて、合計約 200 億円にの

ぼると推計される。  

 なお、住宅の被害額等は、「《参考》住宅の被害額等の推計について」のとお

り、推計の根拠、試算の方法を示した。あくまで機械的な推計であり、参考値

である。  

  ○被害推計額  

項目  
被害額・復旧費用

(円 )  
備考  

市有施設  703,453,000  

小中学校被害  120,194,000  

道路橋梁河川被害  1,958,106,000  

農作物等被害  1,039,403,000  

農業用施設被害  862,254,000  

商工業被害  7,270,963,000  

住宅応急修理等額（補助対象金額） 3,421,132,000 ➀を参照  

解体世帯の被害額（推計）  810,000,000 ②を参照  

未申請の住宅被害額（推計）  1,050,000,000 ③を参照  

家財被害額（推計）  957,000,000 ④を参照  

車両被害額（推計）  1,828,200,000 ⑤を参照  

合計  20,020,705,000  

  （注）本推計においては、間接被害（被災した工場、店舗等の休業に  

    よる遺失利益や交通寸断による影響額等）は考慮していない。  

 

 《参考》住宅の被害額等の推計について  

 ①  住宅の応急修理等額については、住家等の復旧に関する支援策に対し、

申請書等を提出した際に記載のあった「補助対象金額」をその住家におけ

る被害額と仮定し、その合計額を被害金額として推計した。  
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   ※住家等の復旧に関する被害額推計  

補助金等名称  

交付  

件数  
交付金額  

左記に対する  

補助対象金額  

(a)  (b)  (c)  

住宅の応急修理  1,461 件   761,812,206 円  2,271,330,921 円  

被災者住宅復旧  

支援事業費補助金  
965 件  339,395,724 円  817,268,228 円  

崩土除去等・  

敷地復旧補助金  
778 件  118,542,000 円  332,532,593 円  

合計額（応急修理等被害額推計）  3,421,131,742 円  

 ②  解体世帯の被害額については、公費解体申請者数 324 件を基礎とし

て、令和元年度概要調書（注 :地方税法に基づく固定資産の価格等に関す

る統計資料）の木造家屋専用住宅の決定価格を総棟数で割って得た 1 棟

当たりの平均評価額（2,563,948 円）を解体世帯の平均残存価格（被害

額）と推計した。  

    ※324 件×2,500,000 円＝810,000,000 円  

 ③  未申請の住宅被害額については、半壊、準半壊世帯推計未申請者数 700

件を基礎として、住宅応急修理の平均補助対象金額（2,271,330,921 円÷

1,461 件＝1,554,641 円）を住宅被害平均金額と推計した。  

    ※700 件×1,500,000 円＝1,050,000,000 円  

 ④  家財・家電被害額については、全壊、大規模半壊、半壊、準半壊の合計

3,190 件を基礎として、一般的な冷蔵庫、タンス、食器棚、ダイニングテ

ーブル等家財・家電総計の平均残存価格（被害額）を 30 万円として推計

した。  

    ※3,190 件×300,000 円＝957,000,000 円  

 ⑤  車両被害額につては、被災者家財等補助金（自動車）の補助申請件数

3,047 件を基礎として、日本経済新聞 2020 年 6 月 23 日掲載、国内中古

車流通市場調査結果による 2019 年の中古車平均小売価格 117 万円のおお

よそ半額 60 万円を車両の平均残存価格（被害額）として推計した。  

    ※3,047 件×600,000 円＝1,828,200,000 円  
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 （参考資料）  

  平成 27 年 9 月関東・東北豪雨と令和元年東日本台風における被害金額  

  及び各種支援の比較  

  ○建物被害  

区分  H27 関東・東北豪雨 (棟 ) R 元東日本台風 (世帯 )  

全壊  3 14 

大規模半壊  8 96 

半壊  75 2,751 

一部損壊  3  

一部損壊 (準半壊 )   329 

一部損壊 (10％未満 )   4,813 

床上浸水  635 3,961 

床下浸水  1,990 4,016 

  ○施設等被害  

補助金等名称  
H27 関東･東北豪雨  R 元東日本台風  

金額 (円 )  推定金額 (円 )  

市有施設  163,244,807 703,452,899 

小中学校被害  85,601,233 120,194,000 

道路橋梁河川被害  959,040,544 1,958,106,000 

農作物等    

 農作物  455,217,000 846,312,000 

 農業用施設   98,801,000 

 農業機械  6,150,000 94,290,000 

 籾・玄米処理対策事業費補助金  1,050,000  

 
いちご苗等優良種苗緊急確保事業  

補助金  
2,954,520  

農業用施設    

 農地 (田畑 )   401,558,000 

 用排水施設   346,071,000 

 農道   5,538,000 

 頭首工   9,767,000 

 ため池   87,324,000 

 林道関係   11,996,000 

農業団体支援    

 施設  114,691,776  

 農地  5,198,693  

商工業被害   7,270,963,000 
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  ○各種支援  

補助金等名称  
H27 関東・東北豪雨  R 元東日本台風  

件数 (件 )  金額 (円 )  件数 (件 )  金額 (円 )  

生活再建支援制度      

 基礎支援金のみ    93 78,625,000 

 基礎支援金・加算支援金  12 21,000,000 166 320,875,000 

住宅の応急修理  ―  ―  1,461 761,812,206 

生活必需品等の支援  ―  ―  2,001 31,830,225 

被災家屋等解体等支援制度      

 公費解体制度    131 473,341,000 

 自費解体費用償還制度    193 387,829,794 

被災児童生徒用学用品費    190 1,650,562 

災害見舞金  2,871 126,675,000 7,583 443,980,000 

被災者住宅復旧支援  

事業費補助金  
217 25,443,500 965 339,395,724 

被災住宅再建等利子補助  3 339,241 37 42,904 

指定民間賃貸住宅家賃等  

補助金  
  17 3,400,000 

被災家財等補助金  688 47,102,000 4,409 430,560,000 

 家財・家電    1,362 75,797,000 

 自動車    3,047 354,763,000 

崩土等除去・敷地復旧  86 13,845,000 875 132,998,000 

 農地    97 14,456,000 

 その他    778 118,542,000 

農業に対する支援      

 農業用機械  41 6,150,000 64 9,600,000 

 農作物等    5 2,114,995 

 農業用施設    18 60,581,000 

被災事業所等復旧支援  

事業費補助金  
50 13,005,289 204 67,000,818 

被災中小企業再建支援  

補助金  
26 13,440,000 156 63,381,000 

被災中小企業災害復旧  

資金融資利子補助金  
20 8,578,000 75 30,915,000 

災害義援金      

 市募集分  2,903 19,919,140 4,067 64,315,875 

 県募集分  725 138,897,634 3,399 1,112,394,865 

 

 

※関東・東北豪雨関係は、H28.8 月「わたしたちは忘れない！平成 27 年 9 月関東・

東北豪雨  災害・支援・復旧記録」又は決算額より抜粋。 R 元年と制度等の違い

や記載のない事項もあるため、比較対象がない場合は、黒の塗りつぶしとした。  
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 １．避難行動の実態（市民アンケート結果）               

 （１）アンケート方法  

  ○実施期間  令和 2 年 2 月 14 日 (金 )～3 月 20 日 (金 ) 

  ○対  象  者  1,200 世帯  

        ※令和元年東日本台風 (台風第 19 号 )災害で被害を受けた  

         7,952 世帯 (1.24 現在 )から無作為抽出  

  ○回  答  数  672 件（回収率 56.0％）  

 （２）集計結果  

 

  問１  性別をお答えください。（○は一つ）  

  ①男性      ②女性  

 男性  女性  未回答  計  

回答数  408 人  245 人  19 人  672 人  

回答率  60.7％  36.5％  2.8％  100.0％  

  問２  10 月 12 日当時の年齢をお答えください。（○は一つ）  

  ①19 歳以下  ②20 歳代  ③30 歳代  ④40 歳代  ⑤50 歳代  ⑥60 歳代    

⑦70 歳代    ⑧80 歳代以上  

 

  

9人

99人

169人

165人

88人

69人

56人

17人

0人

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

未回答

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

19以下

問２ 回答数672人

Ａ  あなた自身のことについて  
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  問３  10 月 12 日当時の世帯人数をお答えください。（○は一つ）  

  ①1 人      ②2 人      ③ 3 人      ④4 人  

  ⑤5 人      ⑥6 人      ⑦ 7 人      ⑧8 人以上  

 
 

  

11人

2人

3人

21人

38人

95人

142人

233人

127人

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

未回答

8人以上

7人

6人

5人

4人

3人

2人

1人

問３ 回答数672人
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  問４  「栃木市防災ハザードマップ」を知っていますか。（○は一つ）  

  ①知っているし内容もわかる  

  ②知っているが内容はよくわからない      ③知らない  

 

 

《結果》  

 わかると答えた方は 145 人（21.6％）と低く、わからない、知らないと答え

た方を合わせた 507 人（75.4％）は「ハザードマップ」の内容を理解してない

という結果だった。世代間でも大きな隔たりはなかったが、80 代以上では知ら

ないと答えた方が約 40％となっている。  

 このことから日常的に内容を確認してもらい、災害が想定される時の利用が

図られるよう、特に出水期前における周知方法に工夫する必要がある。   

①知っているし内容も

わかる

145 人 21.6%

②知っているが内容

はよくわからない

363 人 54.0%

③知らない

144 人 21.4%

未回答

20 人 3.0%

問４ 回答数672人

16.2 

26.0 

18.8 

19.3 

33.3 

19.6 

17.6 

41.4 

52.1 

58.2 

62.5 

50.7 

66.1 

64.7 

37.4 

19.5 

23.0 

15.9 

15.9 

14.3 

17.6 

5.1 

2.4 

2.3 

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問４ 世代別集計

知っているし内容もわかる 知っているが内容はよくわからない 知らない 未回答



Ⅵ 市民の避難行動の実態 

 

- 77 - 

  問５  令和元年 5 月から 6 月にかけて市内 8 会場で開催した「防災ハザ

ードマップ説明会」を知っていましたか。（○は一つ）  

  ①知っているし参加もした     ②知っているが参加しなかった  

  ③知らない  

 

 

《結果》  

 知らないと答えた方が 526 人（78.3％）と多数を占めており、ほとんどの方

が説明会に参加していないという結果だった。世代間での大きな隔たりはなか

った。  

 このことから開催の周知や趣旨が行き届かなかったことが、問 4 のハザード

マップの理解が低い結果につながったと思われることから、日頃の周知の工夫

を図り、また、次回作成後の説明会等の開催方法を検討しておく必要がある。   

①知っているし参加もした

7 人 1.0%

②知っているが

参加しなかった

126 人 18.8%

③知らない

526 人 78.3%

未回答

13 人 1.9%

問５ 回答数672人

3.0 

0.6 

1.8 

20.2 

30.2 

18.8 

9.1 

14.5 

10.7 

77.8 

66.3 

80.6 

90.9 

85.5 

87.5 

94.1 

2.0 

0.6 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問５ 世代別集計

知っているし参加もした 知っているが参加しなかった 知らない 未回答
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  問６  令和元年 3 月から国が示した 5 段階の警戒レベルを知っていまし

たか。（○は一つ）  

  ①知っているし内容もわかっている  

  ②知っているが内容はよくわからない      ③知らない  

 

 

《結果》  

 警戒レベルを知っているという方は 521 人（77.5％）と認知はされているが、

理解している方は 185 人（27.5％）であり、警戒レベルごとに取るべき行動へ

の理解は低いという結果だった。世代間での大きな隔たりはなかったが、80 代

以上では知らないと答えた方が約 40％となっている。  

 このことから警戒レベルについては一定の周知はされていたが、警戒レベル

ごとにどのような行動をとるべきか、その関係性と内容について啓発を図る必

要がある。   

①知っているし内容も

わかっている

185 人 27.5%

②知っているが内容は

よくわからない

336 人 50.0%

③知らない

141 人 21.0%

未回答

10 人 1.5%

問６ 回答数672人

21.2 

31.4 

23.0 

34.1 

33.3 

26.8 

29.4 

37.4 

49.7 

63.6 

47.7 

40.6 

57.1 

47.1 

40.4 

18.9 

13.3 

18.2 

26.1 

16.1 

23.5 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問６ 世代別集計

知っているし内容もわかっている 知っているが内容はよくわからない 知らない 未回答
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  問７  市では日常的に食べている缶詰・レトルト食品などを少し多めに買

っておき、食べた分を買い足し、常に一定量の食料を家庭に備蓄す

る「ローリングストック」を推奨していますが、あなたのお宅では

非常時のための備蓄食料を用意していますか。（○は一つ）  

  ①世帯人数の 3 日分位はある     ②世帯人数の 1 日分位はある  

  ③ほとんどない  

 

 

《結果》  

 3 日分位は用意しているという方は 242 人（36.0％）であり、 1 日分位を用

意している方を合わせた 482 人（71.7％）の方が、一定量の食料を備蓄してい

る結果だった。世代別では年代が高いほど用意している日数が多くなっている。 

 このことから簡単に家庭でできる備蓄（ローリングストック）について、若

い世代への周知方法を工夫し、全体的な底上げを図る必要がある。  

  

①世帯人数の3日分位はある

242 人 36.0%

②世帯人数の1日分位はある

240 人 35.7%

③ほとんどない

159 人 23.7%

未回答

31 人 4.6%

問７ 回答数672人

41.4 

42.6 

33.3 

35.2 

30.4 

30.4 

17.6 

25.3 

35.5 

37.6 

39.8 

42.0 

35.7 

35.3 

25.3 

15.4 

26.1 

25.0 

27.5 

28.6 

47.1 

8.1 

6.5 

3.0 

5.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問７ 世代別集計

世帯人数の3日分位はある 世帯人数の1日分位はある ほとんどない 未回答



Ⅵ 市民の避難行動の実態 

 

- 80 - 

 

  １  避難情報の周知や伝達についてお伺いします  

  問８  災害当日、市が「警戒レベル 3 避難準備・高齢者等避難開始」「警戒

レベル 4 避難勧告・避難指示」「警戒レベル 5 災害発生情報」を発

令したことを知っていましたか。（○は一つ）  

  ①はい（→問 9.10.11 へ）      ②いいえ（→問 11 へ）  

 

 

《結果》  

 「警戒レベル 3 避難準備・高齢者等避難開始」「警戒レベル 4 避難勧告・避難

指示」「警戒レベル 5 災害発生情報」の発令を知っていたのは全体で 500 人

（74.4％）と半数以上になり、世代別では 50 代までは 80％を超えていたのに

対し、年代が高くなるほど知っている方の割合が低くなっている。  

 このことから災害発生の恐れがある時、市がどのような体制をとり、どのよ

うな情報を発信していくのか理解を高めるとともに、情報収集の重要性や収集

手段の周知をしていく必要がある。   

①はい

500 人 74.4%

②いいえ

143 人 21.3%

未回答

29 人 4.3%

問８ 回答数672人

49.5 

68.0 

76.4 

88.6 

88.4 

92.9 

82.4 

44.4 

24.9 

20.6 

11.4 

10.1 

7.1 

11.8 

6.1 

7.1 

3.0 

1.4 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問８ 世代別集計

はい いいえ 未回答

Ｂ  台風時の避難情報や避難行動について  
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  問９  発令された情報をどこから知りましたか。知っていた人はお答えく

ださい。（〇は複数可）  

     ※問８で“はい”と答えた 500 人の回答  

  ①テレビ              ②テレビのデータ放送  

  ③ラジオ（ＦＭくららなど）     ④屋外スピーカー  

  ⑤電話応答サービス         ⑥市ホームページ  

  ⑦ＣＣ９安全安心メール（登録制）  ⑧緊急速報メール（エリアメール）  

  ⑨家族・知人から          ⑩市広報車や消防車両の広報  

  ⑪その他（           ）  

 

 

  その他（主なもの）  

・パソコン、スマートフォン（アプリ利用）、携帯電話、 SNS 

・緊急速報メールが毎回２通ずつ届き、見難いしうるさかった。  

・屋外スピーカーが聞こえない、聞きとれない。  

13件

16件

17件

28件

33件

59件

60件

80件

100件

189件

324件

0 50 100 150 200 250 300 350

⑪その他

⑤電話応答サービス

⑥市ホームページ

⑦CC9安全安心メール

③ラジオ

⑩広報車や消防車両

⑨家族・知人から

②データ放送

④屋外スピーカー

①テレビ

⑧緊急速報ﾒｰﾙ

問９（複数回答） 回答数919件

20.9 

22.3 

18.1 

19.4 

18.2 

25.3 

27.6 

5.5 

8.7 

10.5 

9.7 

9.1 

5.5 

6.9 

7.7 

5.3 

1.7 

2.8 

1.8 

4.4 

3.4 

17.6 

10.7 

13.0 

9.7 

7.3 

5.5 

6.9 

2.2 

3.4 

1.7 

0.9 

1.1 

3.4 

1.1 

2.5 

2.1 

1.8 

2.2 

10.3 

4.4 

3.9 

3.4 

0.7 

5.5 

16.5 

30.1 

35.3 

41.7 

47.3 

42.9 

34.5 

16.5 

6.3 

5.5 

4.2 

3.6 

6.6 

6.9 

7.7 

7.8 

7.1 

6.9 

3.6 

4.4 

1.5 

1.3 

2.8 

0.9 

2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問９ 世代別集計

ﾃﾚﾋﾞ ﾃﾞｰﾀ放送 ﾗｼﾞｵ 屋外ｽﾋﾟｰｶｰ 電話応答ｻｰﾋﾞｽ 市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ

安全安心ﾒｰﾙ 緊急速報ﾒｰﾙ 家族・知人 広報車等 その他
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《結果》  

 問 8 で「はい」と答えた 500 人からの回答では、324 件（ 35.3％）が緊急速

報メール、次いで 269 件（29.3％）のテレビ（データ放送を含む）から情報を

知った方が多数を占めた。世代別にみると 30 代から 50 代までは緊急速報メー

ルが 40％を超えていた。また、どの世代でもテレビ（データ放送を含む）から

の情報入手が 20％以上となっている。  

 このことから避難情報の伝達手段としては、携帯電話、テレビが有効である

が、市が発信する情報が市民に届くよう、どのような媒体で情報発信がされる

のか、また、情報収集時には複数の媒体を利用するよう周知する必要がある。  
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  問１０  発令を知ってどうしましたか。（〇は複数可）  

      ※問８で“はい”と答えた 500 人の回答  

  ①テレビ・ラジオの放送に注意した  

  ②河川や水路の様子を確かめた  

  ③インターネットや携帯電話で降雨状況などを確認した  

  ④ハザードマップを確認した  

  ⑤避難所や知人宅などへの避難準備をはじめた  

  ⑥何もしなかった  

  ⑦その他（                    ）  

 

 

24件

26件

60件

83件

116件

218件

342件

④ハザードマップを確認した

⑦その他

⑥何もしなかった

⑤避難所や知人宅などへの避難準備をはじめた

②河川や水路の様子を確かめた

③ネットや携帯電話で降雨状況を確認した

①テレビ・ラジオの放送に注意した

問10（複数回答） 回答数869件

44.1 

44.0 

42.4 

33.8 

41.4 

33.0 

20.7 

8.8 

14.7 

15.2 

14.8 

8.1 

13.6 

13.8 

10.3 

16.2 

24.0 

30.3 

34.2 

33.0 

37.9 

1.5 

2.1 

3.2 

1.4 

2.7 

4.9 

6.9 

10.3 

9.9 

7.4 

10.6 

8.1 

10.7 

17.2 

17.6 

9.9 

6.0 

5.6 

3.6 

1.9 

3.4 

7.4 

3.1 

1.8 

3.5 

1.8 

2.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問１０ 世代別集計

ﾃﾚﾋﾞ・ﾗｼﾞｵに注意した 河川・水路の様子を確かめた

ﾈｯﾄや携帯で降雨状況等を確認した ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟを確認した

避難所や知人宅等への避難準備を始めた 何もしなかった

その他
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  その他（主なもの）  

・屋外、道路の降雨状況を確認した。  

・乳幼児がいるため垂直避難をした。  

・外出を避け、屋内にて待機していた。  

・貴重品・非常用持ち出し袋を用意して避難の準備をしていました。  

・大切な物を２階に移した。  

・大事なもの、食べもの、ライト、トイレ用など 2 階に移動し、夜中停

電し、近所の人達と携帯にて連絡しあって 2 階にて朝が来た。  

・避難すべきだと思ったが隣りの人が様子をみましょうと TEL あり、そ

れが正解だった。  

・大切なものは２階に上げ、近所の一人暮らしの方に声をかけた。  

・近隣世帯の動向を確認した。  

・家族との相談  

・日本語がわからず家にいた。  

・どの様にしたらよいのか分からなかった。  

《結果》  

 問 8 で「はい」と答えた 500 人からの回答では、342 人（ 39.4％）が「テレ

ビやラジオの放送に注意していた」、218 人（25.1％）が「インターネットや携

帯電話などで降雨状況を確認した」と回答しており、避難準備を始めた方は少

なかった。世代別にみても、行動の傾向は同様であり、世代間での隔たりはな

かった。  

 このことから今後の状況に注意を払うなどの行動は認められるが、避難行動

を始める方は少ないため、危険な場所にいるかどうかなど状況に適した行動が

とれるよう、入手した避難情報と情報に応じてとるべき行動の理解を高める必

要がある。  
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  問１１  テレビのデータ放送で、河川の水位状況や開設した避難所情報を

確認できますが、災害時に利用していましたか。（○は一つ）  

  ①ＮＨＫのデータ放送で確認していた  

  ②ケーブルテレビ（ＣＣ９）のデータ放送で確認していた  

  ③確認できることは知っていたが確認しなかった  

  ④確認できることを知らなかった  

 

 

《結果》  

 ＮＨＫやケーブルテレビで確認していたを合わせた 322 人（48.0％）の方は

データ放送を活用していたことになるが、知らなかった方も 212 人（31.5％）

と多かった。世代別では 20 代・30 代は知らなかったが約 45％と高く、40 代

以降では約 30％だった。  

 このことから、市としても水位情報など確認しやすいものとして周知してい

る「テレビ」と「データ放送」については活用が顕著である一方、知らなかっ

たと答える人も多いことから、今後もより有効な情報を取得手段としてデータ

放送の利用方法について周知していく必要がある。また、複数の媒体で情報発

信を行っていることから、情報収集時には複数の媒体の利用を周知する必要が

ある。   

38人

100人

159人

163人

212人

0 50 100 150 200

未回答

③確認できることは知っていたが確認しなかった

②ケーブルテレビ(CC9)のデータ放送で確認して…

①NHKのデータ放送で確認していた

④確認できることを知らなかった

問１１ 回答数672人

22.2 

26.0 

23.6 

30.7 

23.2 

23.2 

11.8 

15.2 

26.6 

25.5 

21.6 

26.1 

25.0 

17.6 

15.2 

15.4 

12.7 

19.3 

17.4 

5.4 

23.5 

35.4 

26.6 

30.9 

27.3 

31.9 

44.6 

47.1 

12.1 

5.3 

7.3 

1.1 

1.4 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問１１ 世代別集計

NHKのﾃﾞｰﾀ放送で確認していた ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞのﾃﾞｰﾀ放送で確認していた

確認できることは知っていたが確認しなかった 確認できることを知らなかった

確認できることを知らなかった
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  ２  あなたの避難行動についてお伺いします  

  問１２  台風第 19 号災害時の、避難状況をお答えください。（○は一つ） 

  ①避難した (できた )…………………（→問 13 以降へ  問 17 を除く）  

  ②避難しなかった (できなかった )…（→問 17）  

 

 

《結果》  

 避難しなかった（できなかった）方が 502 人（74.7％）と多数を占めた。世

代別では避難した世帯は 30 代が 39.3％、次に 20 代が 29.4％、40 代が 26.1％

であったのに対し、60 代以上では 15％未満であった。   

①避難した(できた)

127 人 18.9%

②避難しなかった(できなかった)

502 人 74.7%

未回答

43 人 6.4%

問12 回答数672人

12.1 

14.8 

14.5 

23.9 

26.1 

39.3 

29.4 

73.7 

77.5 

83.0 

73.9 

71.0 

58.9 

64.7 

14.1 

7.7 

2.4 

2.3 

2.9 

1.8 

5.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問１２ 世代別集計

避難した(できた) 避難しなかった(できなかった) 未回答
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  問１３  誰と避難しましたか。（○は一つ）  

      ※問 12 で“避難した (できた )”と答えた 127 人の回答  

  ①自分のみ    ②家族       ③知人・友人   ④近所の人  

  ⑤自治会の人   ⑥民生委員など   ⑦職場の人    ⑧その他（  ）  

 

 

《結果》  

 問 12 で避難したと答えた 127 人のうち、家族と避難した方が 101 人（79.5％）

で多数を占めた。世代別の傾向はほぼ同じであるが、20 代は単独で避難した方

が 40％と高く、また、 60 代から年代が高くなるごとに、単独で避難した方の

割合が高くなっていった。  

  

①自分のみ

20 人 15.7%

②家族

101 人 79.5%

③知人・友人

1 人 0.8%

④近所の人

4 人 3.1%

⑤自治会の人

1 人 0.8%

問13（問12で避難した127人中の回答） 回答数127人

25.0 

16.0 

12.5 

9.5 

16.7 

13.6 

40.0 

75.0 

76.0 

79.2 

85.7 

83.3 

86.4 

40.0 20.0 

8.0 

8.3 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問13 世代別集計

自分のみ 家族 知人・友人 近所の人 自治会の人 民生委員など 職場の人 その他



Ⅵ 市民の避難行動の実態 

 

- 88 - 

  問１４  避難したきっかけをお答えください。（○は複数可）  

      ※問 12 で“避難した (できた )”と答えた 127 人の回答  

  ①自宅や周辺が浸水したり、土砂が入ったりしたから  

  ②自宅付近の雨の降り方や川の水位から不安を感じたから  

  ③テレビやインターネットの雨量や水位などの情報から不安を感じたから  

  ④近所の人も避難したから  

  ⑤警戒レベル 3 もしくは警戒レベル 4 が発令されたことを知ったから  

  ⑥知人に避難をすすめられたから  

  ⑦覚えていない  

  ⑧その他（              ）  

 

 

4人

11人

17人

21人

26人

30人

48人

63人

0 10 20 30 40 50 60 70

⑦覚えていない

④近所の人も避難したから

⑧その他

⑤警戒レベル３若しくは４が発令されたことを知ったから

⑥知人に避難をすすめられて

③テレビやネットの雨量や水位などの情報から不安を感…

①自宅や周辺が浸水したり、土砂が入ったりしたから

②自宅付近の雨の降り方や川の水位から不安を感じたから

問１４（問12で避難した127人中の回答(複数回答)） 回答数220人

23.5 

24.4 

26.7 

21.4 

18.8 

18.9 

23.5 

29.3 

28.9 

33.3 

18.8 

27.0 

66.7 

5.9 

14.6 

11.1 

16.7 

12.5 

18.9 

11.1 

2.4 

9.4 

5.4 

5.9 

12.2 

4.4 

9.5 

15.6 

8.1 

16.7 

17.6 

12.2 

13.3 

7.1 

18.8 

5.4 

16.7 

5.9 

4.4 

2.4 

17.6 

7.3 

7.1 

6.3 

16.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問14 世代別集計

自宅や周辺が浸水したり、土砂が入ったりしたから 自宅付近の雨の降り方や川の水位から

ﾃﾚﾋﾞやﾈｯﾄの雨量や水位などの情報から 近所の人も避難したから

警戒レベル3若しくは4が発令されたことを知ったから 知人に避難をすすめられたから

覚えていない その他
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  その他（主なもの）  

・4 年前の水害を経験したから。  

・4 年前の台風の時も家の回りが水だらけになったから。  

・前回の水害の経験を踏まえ、早期に避難をしたから。  

・消防車両の広報で避難をした。  

・消防隊員、消防団員からの声掛けがあったから。  

・民生委員さんから TEL をもらったから。  

・アパートの隣部屋の人が洪水を教えてくれたから。  

・避難所の開設を知ったから。  

・親族が迎えにきたから。  

・孫が避難準備を始めたから一緒に行動した。  

《結果》  

 問 12 で避難したと答えた 127 人のうち、自宅付近の雨の降り方や川の水位

により避難した方が 63 人（50.0％）と一番多く、次に自宅や周辺の浸水、土砂

流入により避難した方が 48 人（38.0％）、次にテレビやインターネットの雨量

や水位などの情報により避難した方が 30 人（13.6％）であった。世代別では

20 代以外の傾向は同じである。  

 このことから早めに避難行動がとれるよう、どのような状況で避難情報が発

令されるのか、また、災害発生の恐れがある時、時間の経過とともにどのよう

な状況になるのか理解を深め、更に危険を過小評価してしまうことによる逃げ

遅れを防ぐため、避難のきっかけを早めに設定できるよう啓発する。  
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  問１５  避難したのはいつですか。（○は一つ）  

      ※問 12 で“避難した (できた )”と答えた 127 人の回答  

  ①警戒レベル 3 避難準備・高齢者等避難開始が発令される前  

  ②警戒レベル 3 避難準備・高齢者等避難開始が発令された後  

  ③警戒レベル 4 避難勧告・避難指示が発令された後  

  ④警戒レベル 5 災害発生情報が発令された後  

  ⑤自宅に浸水や土砂の流入などの災害が発生した後  

  ⑥その他（                       ）  

 

 

①警戒レベル３が発令される前

15 人 11.8%

②警戒レベル３が

発令された後

18 人 14.2%

③警戒レベル４が

発令された後

34 人 26.8%

④警戒レベル５が

発令された後

11 人 8.7%

⑤自宅に浸水や土砂の

流入などの災害が発生

した後

35 人 27.6%

⑥その他

5 人 3.9%

未回答

9 人 7.1%

問15（問12で避難した127人中の回答） 回答数127人

16.7 

16.0 

8.3 

4.8 

16.7 

4.5 

40.0 

8.3 

36.0 

12.5 

9.5 

5.6 

9.1 

16.7 

8.0 

37.5 

47.6 

27.8 

22.7 

20.0 

8.3 

8.0 

4.8 

16.7 

13.6 

20.0 

33.3 

24.0 

29.2 

23.8 

27.8 

31.8 

20.0 

8.0 

4.8 

5.6 

4.5 

16.7 

12.5 

4.8 

13.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問15 世代別集計

ﾚﾍﾞﾙ3避難準備・高齢者等避難開始 発令前 ﾚﾍﾞﾙ3避難準備・高齢者等避難開始 発令後

ﾚﾍﾞﾙ4避難勧告・避難指示 発令後 ﾚﾍﾞﾙ5災害発生情報 発令後

浸水や土砂流入等の災害発生後 その他

未回答
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  その他（主なもの）  

・前回床上浸水したので数日前から次男の家に避難していた。  

・前日に避難していた。  

・警戒レベルは何が出ていたか分からないが全てのきっかけは川連です。 

・知人宅に水が入ってきたと連絡があったから。  

・10.12PM4:30 頃まだ余裕のある時間に。しかし長寿園南側の道路で靴の

中に水が入ってしまった。長寿園の玄関では天井から滝のような雨漏り

をしていた。不安だった。  

《結果》  

 問 12 で避難したと答えた 127 人のうち、災害の発生後が 35 人（27.6％）、

次に警戒レベル 4 避難勧告等の発令後 34 人（26.8％）、次に警戒レベル 3 避難

準備・高齢者等避難開始の発令後 18 人（ 14.2％）であった。世代別では避難情

報の発令前に避難を始めているのは 20 代に多く、70 代は警戒レベル 3 避難準

備・高齢者等避難開始の発令後、他の世代は警戒レベル 4 避難勧告等発令後の

避難となっている。しかしながら自宅への浸水など災害発生後に避難している

方も 46 人（36.3％）と少なくはない。  

 このことから早めに避難行動がとれるよう、どのような状況で避難情報が発

令されるのか、また、災害発生の恐れがある時、時間の経過とともにどのよう

な状況になるのか理解を深め、更に危険を過小評価してしまうことによる逃げ

遅れを防ぐため、避難のきっかけを早めに設定できるよう日頃からの訓練の実

施について啓発する。  
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  問１６  避難した場所はどこですか。（○を一つ）  

      また、次に同様の災害があった場合、どこへ避難したいかお答え

ください（△を一つ）  

      ※問 12 で“避難した (できた )”と答えた 127 人の回答  

  ①知人・友人宅            ②市が開設した避難所  

  ③市に登録してある自治会などで定めた一時避難場所  

  ④民間施設（施設名：      ）   ⑤自宅の 2 階以上（垂直避難）  

  ⑥その他（           ）  

 

 

①知人・友人宅

53 人 41.7%

②市が開設した避難所

26 人 20.5%

③市に登録してある自治会など

で定めた一時避難場所

5 人 3.9%

④民間施設

4 人 3.1%

⑤自宅の２階以上

(垂直避難)

33 人 26.0%

⑥その他

3 人 2.4%

未回答

3 人 2.4%

問16（どこに避難したか：問12で避難した127人中の回答） 回答数127人

41.7 

40.0 

33.3 

38.1 

33.3 

54.5 

80.0 

16.7 

28.0 

25.0 

23.8 

16.7 

9.1 

20.0 

4.0 

12.5 

4.5 

4.2 

4.8 

5.6 

4.5 

41.7 

24.0 

20.8 

23.8 

44.4 

18.2 

4.8 

9.1 

4.0 

4.2 

4.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問16 世代別集計(避難した場所)

知人・友人宅 市が開設した避難所 一時避難場所 民間施設

垂直避難 その他 未回答
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  民間施設（主なもの）  

・病院、老人ホーム  

・自治会公民館（避難所へ行こうとしたが、道路の浸水で行けなかった。） 

  その他（主なもの）  

・自宅で避難しました。（自宅は平屋のため天井に上がって避難をした。） 

・避難所に行ったが一杯だったので自宅近くの高台に避難した。  

・近くの高い場所（薗部町セイコー工場の駐車場）  

 

 

  その他（主なもの）  

・避難所が浸水した為、次回どこが良いか考えています。  

①知人・友人宅

6 人 4.7%
②市が開設した避難所

14 人 11.0%

③市に登録してある自治

会などで定めた一時避難

場所

6 人 4.7%

⑤自宅の２階以上

(垂直避難)

2 人 1.6%

⑥その他

1 人 0.8%

未回答

98 人 77.2%

問16（どこに避難したいか：問12で避難した127人中の回答） 回答数127人

4.8 

5.6 

18.2 

8.3 

8.0 

12.5 

19.0 

5.6 

9.1 

20.0 

12.0 

4.2 

4.8 

5.6 

9.5 

4.2 

91.7 

80.0 

79.2 

61.9 

83.3 

72.7 

80.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問16 世代別集計(次に災害があったらどこに避難したいか)

知人・友人宅 市が開設した避難所 一時避難場所 民間施設

垂直避難 その他 未回答
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《結果》  

 問 12 で避難したと答えた 127 人のうち、知人・友人宅が 53 人（41.7％）、

次に自宅 2 階が 33 人（26.0％）、次に避難所が 26 人（20.5％）であった。世

代別では 20・30 代では 50％以上が友人・知人宅への避難、40 代・80 代では

40％以上が垂直避難を取っており、50 代から 70 代では市が開設する避難所へ

の避難が多かった。  

 また、どこに避難したいかとの問いに対しては、98 人（77.2％）の方が未回

答で、14 人（11.0％）の方が、市が開設する避難所と回答している。  

 このことから、どこに避難するか家族間で相談をしていない人が依然多く、

避難も流動的であることから、避難所に行くことだけが避難ではなく、友人・

知人宅や近隣の安全な場所、その時いる建物内の安全な場所への移動も避難で

あること、また、安全な場所にいる場合は避難をする必要がないことなど、そ

の時の状況に適した避難行動がとれるよう今後も啓発・周知しつつ、避難所で

の受け入れ体制を整えていく必要がある。  
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  問１７  避難し (でき )なかった理由をお答えください。（○は複数可）  

      ※問 12 で“避難しなかった (できなかった )”と答えた 502 人の

回答  

  ①自宅や周辺が浸水したり、土砂が入ったりしなかったから  

  ②自宅付近の雨の降り方や川の水位から安全と判断したから  

  ③テレビやインターネットの雨量や水位等の情報から安全と判断したから  

  ④近所の人も避難していなかったから  

  ⑤警戒レベル 3 若しくは警戒レベル 4 が発令されたことを知らなかったから  

  ⑥誰も避難をすすめなかったから  

  ⑦避難するほうが危険だと思ったから  

  ⑧浸水しても 2 階などに垂直避難できるから  

  ⑨動きのとれない家族がいたから  

  ⑩過去に浸水したり、土砂が流れたりしたことがなかったから  

  ⑪避難所が遠いから  

  ⑫避難所を知らなかったから  

  ⑬覚えていない  

  ⑭その他（                           ）  

 

1人

8人

9人

21人

32人

32人

37人

41人

41人

82人

92人

120人

186人

243人

295人

0 50 100 150 200 250 300 350

⑬覚えていない

未回答

⑫避難所を知らなかった

⑨動きのとれない家族がいたから

⑥誰も避難をすすめなかったから

⑤警戒レベル３や４の発令を知らなかったから

③TVやNETの雨量や水位などの情報から安全と判断した

から

⑪避難所が遠い

①自宅や周辺の浸水や土砂流入がなかった

⑭その他

②自宅付近の雨の降りや川の水位から安全と判断したか

ら

④近所の人も避難していなかったから

⑩過去に浸水や土砂流入がなかったから

⑦避難する方が危険だと思ったから

⑧浸水しても２階などに垂直避難できるから

問１７（問12で避難しなかった502人中の回答(複数回答)） 回答数1,240人
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  その他（主なもの）  

・4 年前の浸水を上回ると思わなかったため。  

・状況は把握していたがこれ程すごい事になると思っていなかったため。 

・堤防が切れたり、浸水するとは思わなかったため。  

・ハザードマップでは浸水エリアではなかったため。  

・道路が冠水して通行ができなかったため。  

・危険で通る道がないため。  

・浸水が早かったため。  

・夜で恐くて外に出られなかったため。  

・停電により真っ暗だったため。  

・すぐ側が川であり避難どころではなかったため。  

・テレビなどの情報では分かりづらい部分もあり、気付いた時には避難  

できる状況ではなかったため。  

・どこが氾濫したのか情報がなかったため。  

・災害放送が聞きにくく避難出来なかったため。  

・広報車の音などはほとんど聞こえず意味がなかったため。  

・緊急速報は携帯に届いたがすごく分かりづらかったため。  

・日本語がわからなかったため。  

・小さい子供と年寄がいたため。  

・豪雨の中避難所に避難するのが困難であったため。  

・子どもを連れての避難所生活に関する公的な情報が WEB 上で見つから

ず不安だったため。  

・足に自信がないため。  

5.2 

3.8 

2.7 

3.0 

1.8 

3.5 

7.0 

7.3 

8.5 

4.9 

7.1 

8.1 

11.8 

3.5 

3.5 

2.5 

2.4 

2.7 

3.5 

6.4 

8.3 

12.3 

9.8 

10.6 

9.3 

5.9 

4.7 

3.2 

3.6 

0.6 

4.7 

2.2 

3.0 

3.0 

1.2 

14.5 

19.8 

17.8 

18.9 

23.9 

27.9 

35.3 

27.3 

24.9 

21.1 

28.0 

23.9 

20.9 

11.8 

1.2 

1.0 

2.2 

2.4 

1.8 

2.3 

17.4 

14.7 

15.9 

15.9 

12.4 

9.3 

11.8 

2.9 

3.5 

3.3 

3.7 

3.5 

2.3 

1.0 

0.5 

3.5 

0.3 

4.1 

5.4 

5.8 

7.3 

12.4 

8.1 

23.5 

1.2 

1.3 

0.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問１７ 世代別集計

浸水や土砂流入がなかったから 降雨や川の水位から安全と判断したから ﾃﾚﾋﾞ等の情報等から安全と判断したから

近所の人も避難していなかったから ﾚﾍﾞﾙ3や4の発令を知らなかった 誰も避難をすすめなかったから

避難するほうが危険だと思ったから 垂直避難できるから 動きのとれない家族がいたから

過去に浸水や土砂流入がないから 避難所が遠いから 避難所を知らなかったから

覚えていない その他 未回答
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・自分の体が不自由、寝たきり等のため家に居たかった。  

・避難所が浸水したため。  

・避難所も浸水していると思ったため。  

・近くの避難所が開いていなかったため。  

・他県出身のため避難所に行きにくいため。  

・ペットがいたため。  

・勤務中であったため。消防団の活動をしていたため。  

・翌日仕事だったため。  

・外出を避け、屋内に待機していた方が安全だと判断したため。  

・高齢者がいるので 2 階の方が安全と思ったため。  

《結果》  

 問 12 で避難しなかった (できなかった )と答えた 502 人のうち、避難し（で

き）なかった理由として最も多かったのが、2 階に垂直避難出来るからが 295

人（23.8％）、次に避難する方が危険だと思ったからだったが 243 人（19.6％）、

次に浸水したことがなかったからが 186 人（15.0％）となっており、状況に応

じた行動をとっている方も多数いたが、41 人（3.3％）の方は、避難情報の発令

を知らなかった。世代別にみても大きな隔たりはなく「避難する方が危険だと

思った」「垂直避難ができる」と自らの判断で行動した方の割合が高かった。  

 このことから、自らの判断で自宅に留まるなどの避難行動をとっている方が

いる一方、避難情報の発令を知らなかった方もいたため、その時の状況に適し

た避難行動がとれるよう、どのような状況で避難情報が発令されるのか、また、

災害発生の恐れがある時、時間の経過とともにどのような状況になっていくの

か理解を深めるとともに、分かりやすい情報の発信に努める必要がある。  
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  ３  避難所についてお伺いします  

  市の避難所へ避難した人のみ  問 18 から 22 までお答えください。  

  問１８  お住まい近くの避難所を知っていますか。（○は一つ）  

      ※問 16 で“市の避難所に避難した”と答えた 26 人の回答  

  ①知っているし、洪水時には何階以上が使用可能かも知っている  

  ②知っているが、洪水時には何階以上が使用可能かは知らない  

  ③知らない  

 

 

《結果》  

 問 16 で市の避難所に避難したと答えた 26 人のうち、近くの避難所を知って

いる方は 23 人（88.4％）で、使用できる階数まで知っている方は 7 人であり、

2 人（7.7％）の方は近くの避難所を知らないと答えている。世代別では使用で

きる階数を知っていたのは 60 代・70 代であり、80 代以上では近くの避難所を

知らないとする割合が高かった。  

 このことから、水害が発生した場合であっても浸水の及ばない階層への避難

が可能なことや低い場所では浸水するリスクがあることを案内しているが、地

形や立地条件等の周辺状況も踏まえて避難行動がとれるよう、避難所の位置と

ともに階層についても周知していく必要がある。   

①知っているし、何階以上が

使用可能かも知っている

7 人 26.9%

②知っているが、何階以上が

使用可能かは知らない

16 人 61.5%

③知らない

2 人 7.7%

未回答

1 人 3.8%

問18（市の避難所に避難した人のみ回答） 回答数26人

71.4 

33.3 

50.0 

14.3 

66.7 

80.0 

100.0 

100.0 

100.0 

50.0 

20.0 

14.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問18 世代別集計

知っているし、何階以上が使用可能かも知っている 知っているが、何階以上が使用可能かは知らない
知らない 未回答
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  問１９  お住まい近くの避難所以外にも避難することができることを知

っていますか。（○は一つ）  

      ※問 16 で“市の避難所に避難した”と答えた 26 人の回答  

  ①知っている   ②知っているが場所はよく知らない   ③知らない  

 

 
《結果》  

 問 16 で市の避難所に避難したと答えた 26 人のうち、近くの避難所以外にも

避難することができることを知っている方は 15 人（57.7％）であったが、場所

も含めて知っている方は 7 人（26.9％）であり、10 人（38.5％）の方は知らな

いと答えている。世代別にみると、60 代を除き、避難所の場所を含め、知らな

いとする回答の割合が高かった。  

 このことから、お住まいの地域によらず最寄りの避難所以外にも避難は可能

であること、また、避難所に限らず、近隣の安全な場所やその時いる建物内の

安全な場所への移動も避難行動であること知っていいただき、その時の状況に

適した避難行動がとれるよう理解を深める必要がある。   

①知っている

7 人 26.9%

②知っているが場所は

よく知らない

8 人 30.8%

③知らない

10 人 38.5%

未回答

1 人 3.8%

問19（市の避難所に避難した人のみ回答） 回答数26人

28.6 

66.7 

20.0 

42.9 

16.7 

40.0 

50.0 

100.0 

100.0 

14.3 

16.7 

40.0 

100.0 

50.0 

14.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問19 世代別集計

知っている 知っているが場所は良く知らない 知らない 未回答
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  問２０  避難した避難所の市職員の対応について、感じたことをお答えく

ださい。（○は一つ）  

      ※問 16 で“市の避難所に避難した”と答えた 26 人の回答  

  ①良かった      ②まあまあ良かった      ③良くなかった  

  ④良くはなかったが仕方ない状況であった  

 

 

《結果》  

 問 16 で市の避難所に避難したと答えた 26 人のうち、避難所の市職員の対応

について、良かった・まあまあ良かったを合わせて 19 人（73.1％）であったが、

仕方ない状況であったと理解を示しつつも 6 名（23.0％）の方は良くなかった

と感じていた。世代別では、30 代・60 代では 50％以上の方が良かったと答え

ており、20 代・40 代・50 代は仕方ないとの回答が多かった。  

 このことから避難所の運営にあたっては、避難所運営マニュアルの見直しや

避難所開設訓練をとおして、どの職員が避難所運営にあたっても、避難者に安

心感を与えるよう引き続き意識の向上に努める必要がある。  

 また、大規模な災害時は各種支援への対応、被災箇所の復旧、ごみ処理、避

難所の運営などの業務が多岐に渡り、避難所の運営においても職員数が限られ

ることから、避難者が主体となっての運営が可能となるよう避難所における「自

助」「共助」の意識について啓発を図る必要がある。   

①良かった

9 人 34.6%

②まあまあ良かった

10 人 38.5%

③良くなかった

1 人 3.8%

④良くはなかったが仕

方ない状況であった

未回答

1 人 3.8%

問20（市の避難所に避難した人のみ回答） 回答数26人

42.9 

66.7 

20.0 

50.0 

50.0 

42.9 

33.3 

40.0 

33.3 

50.0 

50.0 

40.0 

66.7 

100.0 

14.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問20 世代別集計

良かった まあまあ良かった 良くなかった 良くなかったが仕方ない状況 未回答
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  問２１  市では非常時持出品の準備を推奨していますが、避難所の物資に

ついてあなたの感じることをお答えください。（〇は一つ）  

      ※問 16 で“市の避難所に避難した”と答えた 26 人の回答  

  ①自ら用意した（することが望ましい）   ②毛布・マットは必要  

  ③水は必要    ④食料は必要  

  ⑤命を守る避難であるため特に物資はなくてもよい  

 

 

《結果》  

 問 16 で市の避難所に避難したと答えた 26 人のうち、水や食料と答えた方も

少数いたが、毛布・マットと回答した方が 13 人（50.0％）だった。一方、自ら

用意や命を守る避難であるため特に物資はなくてもよいと回答された方が、合

わせて 7 人（26.9％）いた。世代別では 20 代から 50 代、80 代以上では 50％

以上が毛布・マットは必要としており、また 50 代からは自ら用意した方もお

り、80 代以上の方はその割合が高かった。  

 このことから優先的に開設される避難所には最低限必要となる物資を予め配

備しているが、開設時に不足することがないよう平時の管理を徹底し、また、

開設された際には、避難者への物資配布の基本ルールや、それに基づいた効率

的な物資の調達体制も整えておく必要がある。  

 更に、家庭内における食料等の備蓄の方法（ローリングストック）や日頃か

らの災害への備えの重要性について、引き続き啓発を図る必要がある。   

①自ら用意した（することが望

ましい）

4 人 15.4%

②毛布・マットは必要

13 人 50.0%

③水は必要

3 人 11.5%

④食料は必要

2 人 7.7%

⑤命を守る避難であるため

特に物資はなくてもよい

3 人 11.5%

未回答

1 人 3.8%

問21（市の避難所に避難した人のみ回答） 回答数26人

50.0 

14.3 

16.7 

20.0 

50.0 

28.6 

33.3 

60.0 

66.7 

100.0 

100.0 

14.3 

16.7 

33.3 

33.3 

28.6 

20.0 

14.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問21 世代別集計

自ら用意した 毛布・マットは必要 水は必要 食料は必要 特に物資はなくてもよい 未回答
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  問２２  市では飼い主がケージやキャリーバッグ、ペットフードを準備し

てのペットとの同行避難を推奨していますが、ペットとの同行避

難について、あなたが感じることをお答えください。（○は一つ）  

      ※問 16 で“市の避難所に避難した”と答えた 26 人の回答  

  ①必要であり全ての避難所に同行し一緒にいられるようにすべきだ  

  ②苦手な人やアレルギーを持つ人もいるのだから避難所で人との区分けな

どは必要だ  

  ③同行してもしなくてもどちらでもよい  

  ④同行できなくても仕方ない  

 

 
《結果》  

 問 16 で市の避難所に避難したと答えた 26 人のうち、避難所で人との区分け

は必要との回答が 15 人（57.7％）と多数を占めており、世代別にみてもほぼ全

ての世代において、避難所で人との区分けは必要との回答だった。  

 このことから避難所となる施設の状況を踏まえ、ペットの避難スペースの確

保が可能か確認する必要がある。また、ペットとの同行避難について、同行避

難者とそうでない避難者双方への配慮について、共通理解がされるよう理解を

求めていく必要がある。   

①必要であり全ての避難所に同行

し一緒にいられるようにすべきだ

4 人 15.4%

②苦手な人やアレルギーを持

つ人もいるのだから避難所で

人との区分けなどは必要だ

15 人 57.7%

③同行してもしなくても

どちらでもよい

3 人 11.5%

④同行できなくても

仕方ない

1 人 3.8%

未回答

3 人 11.5%

問22（市の避難所に避難した人のみ回答） 回答数26人

50.0 

50.0 

57.1 

50.0 

60.0 

66.7 

100.0 

100.0 

14.3 

20.0 

33.3 

20.0 

50.0 

28.6 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問22 世代別集計

全避難所で一緒に居られるようにすべき 避難所で人との区分けなどは必要だ

同行してもしなくてもどちらでもよい 同行できなくても仕方ない

未回答
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  問２３  支援策についての情報をどこから知りましたか。（〇は複数可）  

  ①チラシ（新聞折り込み）  ②ラジオ（ FM くらら）  ③市ホームページ  

  ④家族・知人から聞いた   ⑤その他（               ）  

 

 

  その他（主なもの）  

・ケーブルテレビ  

・ツイッター  

・回覧板  

・市からの支援策の案内で申し込みが出来た。ありがとうございました。 

22人

37人

38人

218人

280人

380人

0 50 100 150 200 250 300 350 400

⑤その他

②ラジオ(FMくらら)

未回答

③市ホームページ

④家族・知人から聞いた

①チラシ(新聞折り込み)

問２３（複数回答） 回答数975人

39.7 

48.5 

43.3 

39.0 

26.6 

19.5 

23.1 

5.3 

5.4 

3.4 

2.8 

1.8 

2.3 

3.8 

6.1 

13.4 

20.2 

29.1 

40.4 

39.1 

42.3 

37.4 

26.8 

27.9 

23.4 

28.4 

34.5 

26.9 

2.3 

0.8 

1.7 

5.0 

1.8 

3.4 

9.2 

5.0 

3.4 

0.7 

0.9 

1.1 

3.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問２３ 世代別集計

ﾁﾗｼ ﾗｼﾞｵ 市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ 家族・知人 その他 未回答

Ｃ  台風第 19 号災害後の支援策について  
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・市役所への問い合わせ。  

・出張所の拡声器の音声  

・避難所（長寿園）  

・県の方がチラシを配りながら、何かあれば市役所に言った方がいいです

からと湊町はまわっていた。  

・会社のお知らせ  

・今まで災害被害にあっていないから気にしなかった。  

・栃木市は何もしていない。  

《結果》  

 チラシと答えた方が 380 人（40.0％）、家族・知人から聞いたと答えた方が

280 人（28.7％）、市のホームページと答えた方が 218 人（ 22.4％）の順だっ

た。世代別では、20 代から 40 代まではホームページの活用が高く、50 代以降

ではチラシが有効だった。  

 このことから様々な媒体を活用することが広く周知を図るために有効である

が、各世代が一早く情報を受け取れるよう、それぞれの媒体の特徴を活かして

伝える内容や情報の出し方を工夫する必要がある。  
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  問２４  市独自の支援策で有効だと思ったものはなんですか（○は複数可） 

  ①災害見舞金           ②住宅復旧支援事業費補助金  

  ③崩土等除去・敷地復旧の補助   ④家財家電・自動車修繕等の費用補助  

  ⑤被災住宅再建等の資金借入利子補助  

  ⑥指定民間賃貸住宅家賃等補助   ⑦その他（            ）  

 

 

  その他（主なもの）  

・有効であると思うが、説明や範囲が不十分と思うものはある。  

・土のう袋配布、消毒巡回、ボランティア受付、災害ごみ置き場の確保。 

・医療費等の無料。  

・申請に行く事が出来ずどうしてよいかわからず困りました。  

20人

48人

95人

97人

234人

319人

384人

513人

⑦その他

未回答

⑥指定民間賃貸住宅家賃等補助

⑤被災住宅再建等の資金借り入れの利子の補助

③崩土等除去・敷地復旧の補助

②住宅復旧支援事業費補助金

④家財家電・自動車の修繕等の費用補助

①災害見舞金

問２４（複数回答） 回答数1,710人

30.5 

32.8 

29.0 

26.9 

30.6 

28.7 

41.4 

19.9 

19.3 

19.0 

19.7 

16.7 

16.8 

10.3 

12.8 

14.1 

14.7 

14.0 

11.1 

14.4 

6.9 

20.8 

21.4 

22.2 

22.7 

27.2 

21.0 

31.0 

4.4 

3.6 

6.1 

7.2 

6.1 

8.4 

3.4 

4.9 

4.7 

5.0 

7.2 

5.0 

9.6 

1.3 

0.3 

1.6 

1.1 

2.2 

0.6 

3.4 

5.3 

3.9 

2.5 

1.1 

1.1 

0.6 

3.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問２４ 世代別集計

見舞金 住宅復旧支援補助 崩土除去敷地復旧補助

家財家電・自動車修繕補助 住宅再建資金借入利子補助 指定民間賃貸住宅家賃等補助

その他 未回答
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・被害証明が決まったら現金でもらいたい。  

・日用品配布を年明けてからやったのでは意味がないと思った。  

・見舞金、家財家電等以外はよくわからない。  

・補助金ももう少しふやして欲しいです。  

・家財、自動車の補助はぜんぜん足りません。  

・必要な補助は各々の家庭で違うと思うのでよくわかりません。  

・あまり有効と思わない。  

・なにもない。  

・支援ではなく、河川の整備にお金をかけてほしい。  

・戴けるものは何でも嬉しい。  

・物・心、両面にわたり大変お世話になりました。  

《結果》  

 全体の半数以上を占めたのは、見舞金 513 人（30.0％）、家財家電・自動車

384 人（22.5％）、住宅復旧 319 人（18.7％）が有効であったとの回答であっ

た。世代別にみてもその傾向は同じである。  
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  問２５  市独自の支援策の申請についてあなたが感じることをお答えく

ださい。（○は複数可）  

  ①支援策が複数でわかりにくい   ②必要な書類がわかりにくい  

  ③何度も市役所に行く必要がある  ④補助金などは一つにまとめてほしい  

  ⑤その他（          ）  

 

 

87人

149人

218人

242人

275人

304人

0 50 100 150 200 250 300 350

未回答

⑤その他

④補助金などは一つにまとめてほしい

②必要な書類がわかりにくい

③何度も市役所に行く必要がある

①支援策が複数でわかりにくい

問２５（複数回答） 回答数1,275人

23.5 

25.4 

24.2 

21.7 

22.5 

24.0 

29.2 

17.6 

18.2 

20.2 

18.9 

20.9 

21.2 

8.3 

18.2 

23.2 

20.8 

23.4 

21.7 

19.2 

29.2 

16.6 

18.5 

17.1 

17.7 

14.7 

17.3 

8.3 

12.3 

8.5 

9.0 

15.4 

17.8 

13.5 

20.8 

11.8 

6.3 

8.7 

2.9 

2.3 

4.8 

4.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

80以上

70代

60代

50代

40代

30代

20代

問２５ 世代別集計

複数でわかりにくい 必要な書類がわかりにくい

何度も市役所に行く必要がある 一つにまとめてほしい

その他 未回答



Ⅵ 市民の避難行動の実態 

 

- 108 - 

  その他（主なもの）  

・補助金の窓口を一元化し、一度の申請で該当する全ての補助金を受け

ることができるような仕組みを作って欲しい。  

・受付窓口が多すぎる。災害関係は一つの窓口にして欲しい。  

・課が違うのでやりにくい。  

・支所で申請できない。栃木市役所まで行くのが大変。  

・窓口が本庁にしかない。各旧市役所でも手続きがとれるとスムーズだ

と思う。  

・補助金の名称が難しく、どれが該当するのか理解しづらかった。  

・支援策の条件がわかりにくい。  

・申請方法が煩雑で難しい。若い世帯にはできても高齢者の世帯の申請

はとても大変だと思う。  

・家族や子供がやってくれたから何とかなったが、高齢者がやるにはあ

まりにも面倒なこと（手続きなど）が多すぎると思った。  

・初めてだったので申請順序がわからず時間が掛かってしまった。  

・支援物件ごとの対応で何回も書類を提出、その度に出掛けるのが多す

ぎて負担を感じた。  

・分かりにくく何度も電話したり、足を運んだ。  

・初めに聞いた説明と手続きが変更された。  

・申請に写真の提出を求められるとの情報（後日）が入ったが、事前に

知らせるべき（知っていなくてはならない）。  

・必ず写真と言われるが災害の時写真を撮る余裕はない。申請すること

が分かった時にはある程度片付いている。証拠としての意味は分かる

が写真は無理があると思う。  

・税金を使うのだからある程度の手間は致し方ないが、簡略化出来ると

ころがあれば検討をして簡略化できればよいと思います。  

・対応に時間が掛かりすぎる。  

・市の窓口対応者によってバラバラの返答だったり話が変わったり、ま

とまりに欠けていたと申請した人に聞いています。  

・市役所の対応があいまいな事がある。  

・対応時の職員、説明がわかりにくい。  

・課が異なると質問しても理解していない。被災者のことを考えた対応

をしてほしい。  

・市役所内で情報を共有して欲しい。同じ様な物を 2 回も作った（書類

に付ける写真等）タテ割りすぎる！！  市役所の方でかなり上から目

線の方がいる。被災者の気持ちに寄り添ってほしい。  

・市役所に行き書類を書く場合、わかりにくいし市役所の方々もあまり

支援策がわかっている方が少ない。  
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・職員の対応が最悪としかいいようがありません。栃木市は被災者に支

援金を払いたくないとしか思えない程、複雑過ぎる。  

・情報の発信を分かり易く高齢者も知れるようすべき。  

・どのような支援策があるのかわかりにくく、何をどこまで申請すれば

よいか分からなかった。  

・補助金対象先への適切な通知・情報提供がない。迅速なり災証明の交

付。  

・予め初期の段階で、今後の支援策はこういったものを検討している等

の提示があれば、自分達の行動も変わったのではないかと思う。  

・ホームページが見づらい。サイト内検索が特に使えない。古い情報が

上位にでてきたり同じ内容なのにページタイトルがバラバラだったり

で配慮がないと感じる。電子申請があるのに今一つ使いにくい。  

・り災証明の申請をｗ eb から行ったが添付ファイルの指定（形式・サイ

ズ）がなく 1 点しか付けられずファイルサイズ上限ではじかれ（しか

し何 M 以内なのかはわからないという謎仕様…ありえない）大変手間

取りました。改善を要望します。  

・スマホで市のホームページをこまめにチェックしていたから支援策に

ついて知ることが出来ましたが、賃貸で広報が配布されていない方は

支援策があることすら分からない場合もあると思います。全世帯に市

からの情報が伝わるようにして頂きたいです。  

・英語表示をしてほしい。  

・台風第 19 号の被害について床上浸水と床下浸水の差が、被害金額に

非常に差がでた。り災の状況についても、もう少し段階をつけてもい

いと思います。  

・私は床下で大した被害ではありませんでしたがもっと悲惨な方には手

厚いサポートをしてあげてほしいです。  

・すべてが小出しでわかりづらい。また、どの支援策も床上浸水以上で

あり範囲を広げてほしい。どんなに庭や納屋などが被害にあっても、

自宅が床上浸水していないと助けてもらえない。  

・申請が一人一回までの意味が分からない。  

・支援額が少ない。  

・被災の程度により金額に差をつけることは必要だと思う。補助金など

を一つにまとめても一律の額にしないでほしい。  

・身体、精神障がい者への支援策があるといい。特に精神障がい者は不

安から調子を崩しやすい。電話相談、クスリの使い方など相談できる

といい。  

・災害の清掃・衛生面を徹底的にやってほしい。  

・消毒の方法が色々で不満だった。  
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・放送（スピーカー）が聞きとりにくく内容が理解出来なかった。  

・災害の被害発生再発防止策を絶対的な確実な方法で行っていただきた

い。（4 年前にも同様な被害発生があったため。）  

・災害になってからの支援対策ではなく、災害予知対策が必要と感じる。

例えば河川のドロ・砂を取るとか。このような災害の多い都市は無い。

市民の事を考えた対策をしてほしい。  

・大きな河川の工事もとても大事だと思いますが、身近な側溝・小さい

川・田んぼの中の草だらけの川（底が浅くなっている）時間はかかる

と思いますが、検証して対策を考えてください。  

・災害見舞金よりも氾濫しない様な施策を考えてほしい。温暖化の為、

毎年大きな台風が来ると思い不安です。安心した生活が出来る様。  

・片付けのボランティアの応援は高齢者のみで、当時妊娠 8 ヶ月で片付

けるのが大変だった。応援がほしかった。  

・市社会協議会とボランティアの方々には幾度も助けていただき大変感

謝しております。  

・市ではないですが、高校で地域や近くの学校のボランティア作業をさ

せてくれて良かった。心身ともに成長する時なので、人として大切な

ことに参加出来た。大きな災害の中お疲れ様でした。  

・半壊と準半壊の境が不明確で差が大きい。  

・支援物資が届かない。  

・今回の被災で勉強になった。  

・市職員の負担増が心配だ。今後の市財政が心配だ。  

・災害当初は役所の皆様も私共も混乱していて食い違いが出てしまいま

したが時間が過ぎていくうちに落ち着き、とても親切にしてもらいま

した。有難うございました。  

・分かりにくいところがあったが質問すれば丁寧に答えてくれたのであ

りがたかった。  

・初めてのことばかりで戸惑いましたが電話でも丁寧に対応して頂いた

ので手間も省けて助かりました。  

・初めての経験のことでもあるので災害の翌日は写真を撮る余裕はあり

ません。ある程度復旧してから写真撮影になってしまいました。支援

対策についての対応は非常に迅速であったと感じています。市長さん

をはじめ、職員の方々も御苦労されたかと思います。ありがとうござ

いました。  

・申請については段取りよく丁寧に対応して頂いたので良かったです。  

・市長の行動や支援策が良かったと思います。  

・支援策は良かったと思う。  

・充分な支援策だと思う。  
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・佐野の実家も被災しましたが佐野市と比べ栃木市の対応は温かく素晴

らしいものだったと思います。すべての行政の方に感謝します。  

・消毒や水道料金の減免はありがたかった。  

・チラシに入れて下さり知る事が出来ました。黄色で解りやすくしてく

れた事も良いと思います。  

・私は高齢者ですが以前より的確できめ細かい支援を実施してくれてる

と思います。  

・役所の対応はしっかりしてる、対応も分かりやすい。  

・ホームページと職員の説明で対応出来たのでわかりにくいとは思わな

かった。  

・予想外の出来事なので対処の仕方が大変だったと思います。予算の立

たない支援策にご苦労なさったことでしょう。市長さんをはじめ市役

所職員一同市民の命を守ることを優先に対応して頂きありがとうござ

いました。  

・市役所職員さん達良く頑張ってくださいました。感謝です。  

 只、市議員さん達の歳費アップには幻滅しました。  

・ありがとうございました。  

・充分満足している。  

・よくわからない。  

・特にありません。  

《結果》  

 回答数が多かったのは、支援策が複数で分かりにくい 304 人（ 23.8％）、何度

も役所に行く必要がある 275 人（21.6％）、書類が分かりにくい 242 人（19.0％）、

補助金を一つにまとめてほしい 218 人（17.1％）であった。世代別にみてもそ

の傾向は同じである。  

 このことから問 24 において各支援策が有効だったと回答する方が多かった

一方、手続きについては支援策別に異なるため手間を感じる方が多くなったと

思われるため、申請のし易さにつなげる観点から各種補助金の整理を検討する

必要がある。  
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 ２．市民アンケート総括（結果を受けての今後の対策）  

 （１）ハザードマップ、家庭内備蓄等について《調整担当班：統括班》  

   ハザードマップは、地域の水害リスクの把握に重要なものであることか

ら、災害の危険性を認識してもらえるよう一層の周知を行うとともに、家

庭内備蓄（ローリングストック）など、普段からの備えの全体的な底上げ

を図るための啓発を行う。  

   なお、次回のハザードマップ作成にあたっては、現在の掲載内容の見直

しを行うとともに、作成後の周知方法（説明会等）について検討する。  

 （２）台風時の避難情報や避難行動について  

  ○避難情報の周知や伝達について《調整担当班：統括班》  

    災害の発生が想定される時、時間の経過とともに市がどのような体制

になり、どのような情報を発信していくのか、市民に対して明らかして

おくとともに、発令する避難情報（5 段階の警戒レベル）と、その情報

に応じて取るべき行動について理解を図り、早めに避難行動に移れるよ

う啓発を行う。また、情報収集時には複数の媒体を利用するよう周知す

るとともに、媒体に応じた情報の出し方について工夫する。  

  ○避難行動について《調整担当班：統括班》  

    早めに避難行動がとれるよう、どのような状況で避難情報が発令され

るのか、また、災害発生の恐れがある時、時間の経過とともにどのよう

な状況になっていくのか理解を図り、自らの判断で最適な避難行動がと

れるようマイタイムラインの作成を促進する。  

  ○避難所について《調整担当班：統括班、避難所運営班、物資調達班》  

    避難者に安心感を与える対応ができるよう避難所開設訓練により職員

の意識向上を図るとともに、予め配備している物資の管理体制やペット

の避難スペースの確保など適切な運営ができるようマニュアルの見直し

を行う。また、開設時の避難者への物資配布の基本ルールやそれに基づ

いた効率的な物資の調達体制も整える。  

 （３）支援策について《調整担当班：統括班、補助金等関係各班》  

   支援策により申請手続きが異なるため煩雑（分かりづらく）となり、市

民、職員ともに混乱したことから、申請が簡易にできるよう、添付書類の

統一や類似補助金の統廃合など検討する。また、発災後速やかに支援策を

まとめた情報が発信できるように一覧に整理しておき、発信の際は各世代

が情報を受け取りやすくなるよう、媒体に応じた情報の提供方法について

工夫する。  
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（※★印：優先して対策を進めるもの。）  

 １．災害対策本部等の体制について                   

  ⇒非常に強い勢力を維持しつつ、接近・上陸するおそれ、多量の降雨が予

想されていたことから、前倒しして災害警戒本部、災害対策本部を設置

し対応した。  

  ⇒横断的な対応が必要な事項については、別途チームを編成し対応した。  

 （１）各班の体制について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★平常時の予 防対策 を含めた各

部各班の事務分掌内容の周知・

確認が不十分だった。  

○災害対応 への意識 を高める た

め、出水期前には、各種マニュ

ア ル等 に よ り 体 制の 確 認 を し

ておく。また関係する部・班が

一堂に会し、役割分担の確認な

ど事前打ち合わせを行う。  

○マニュア ル未作成 の部にお い

ては、マニュアルを作成する。 

統括班  

各班  

★別途横断的 なチー ムを編成し

対応したが、今後も災害規模や

対応状況に応じて、災害対策本

部 等を 補 助 す る体 制 が 構築 で

き るよ う 準 備 して お く 必要 が

ある。  

○災害の規模や状況に応じて、速

や かに 横 断 的 な 体制 が 構築 で

きるよう、状況や段階に応じて

重 点的 に 取 り 組 む事 案 を想 定

し、整理しておく。  

 

★職員の動員については、各部・

班 から の 要 請 に基 づ く 全庁 的

な 動員 や 地 域 応援 班 と して の

動員など、動員が並存する状況

があったことから、被災の状況

や 復旧 の 段 階 に応 じ た 各班 の

需要を把握し、全庁的な動員と

人員配置を行う必要がある。  

★多くの箇所で被害が発生し、そ

の対応に追われる中、他の班へ

職員を動員させることは、班の

対応力が低下することから、対

応状況を踏まえ、必要最低限の

動員数にする必要がある。  

○動員につ いては部 内で の 調 整

を前提としつつも、職員数に限

りがあることから、人員が不足

する場合は、速やかに全庁的な

動 員の 要 請 が で きる よ う 被 災

の 状況 や 復 旧 の 段階 に 応じ て

発生する需要を想定しておく。 

各班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

★応急業務は、道路河川維持課の

作 業員 の 人 員 が減 っ て しま う

と 実施 す る 効 率が 下 が って し

まう。  

○通行止め や軽度の 障害物の 撤

去など、簡易な応急業務につい

ては、職員がマニュアルに基づ

い てパ ト ロ ー ル を行 い なが ら

随時実施する。  

○倒木の撤 去や大型 の障害物 除

去など危険な業務については、

災 害協 定 に 基 づ き建 設 業者 に

依頼する。  

○応急業務については、業者への

依頼のみとするか、職員で実施

するのかを検討する。仮に職員

で実施するならば、人員が足り

な い場 合 は 動 員 が必 須 とな る

ため、動員体制についても全庁

的な見直しを行う。  

道路河 川復 旧班  

地域総務班  

職員班  

○河川ごとに 道路河 川維持課で

対 応す る 箇 所 と農 林 整 備課 で

対応する箇所を明確にする。  

○道路・法面・水路の所管の管理

区分が明確になっておらず、要

望 受付 及 び 復 旧が ス ム ーズ に

進まない点があった。  

○農林班、地域産業班と道路河川

復 旧班 で 地 域 ご とに 協 議を 行

い、それぞれの対応箇所を明確

にし、情報を共有する。  

地域産業班  

農林班  

道路河 川復 旧班  

○住宅の応急 修理の 事務処理を

ス ムー ズ に 行 うた め に 専門 職

を含め、職員全体で対応する体

制の構築が必要であった。  

○災害規模に応じた体制として、

技 師を 含 め た 応 急修 理 特別 班

の設置を予め想定しておく。  

住宅復興班  

○連絡や報告方法の簡素化（例：

報告書式の統一化等）を図る必

要がある。  

○各小隊長は、事案終了ごとに消

防署（所属長・記録員）に電話

連絡、スマートフォン等で撮影

した写真を活用し、時系列で記

録を残す。  

○各小隊長は、１事案、１件とし

活 動の 記 録 を 取 りま と め、 集

計、事案終了書を作成し出動報

告書を作成する。  

消防本部班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

○消防職員全 職員分 及び要救助

者の救命胴衣、フローティング

ロ ープ 、 保 温 用毛 布 を 充足 さ

せ、災害対応力の向上を図る。 

○予備バッテリー、シガーソケッ

ト充電器等を充足させ、長時間

の 災害 活 動 に なっ て も 通信 機

器のバッテリー切れを防ぐ。ま

た、防水性の高い携帯電話を用

意しておく必要がある。  

○救急車に検 索用の 伸縮棒を積

載しておく。  

○携帯無線機予備バッテリーは、

毎 年通 信 指 令 課 にて 予 算計 上

し、購入対応する。  

○他の備品等の購入については、

計画的な購入計画を検討する。 

消防本部班  

地域消防班  

 ２．情報の収集・発信について                     

  ⇒電話対応（設置： 8 台/最大：10 人体制）による情報を通報等連絡票に

記入し、全て統括班に連絡、内容によっては関係する班に連絡した。  

  ⇒入手した情報をホワイトボード等に掲載し、情報共有を図った。  

  ⇒台風の接近・上陸に備え、事前に市民への注意喚起を行った。  

 （１）情報の収集について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★多数の施設 等が同 時に被災し

た場合、各班がそれぞれに対応

す るた め 情 報 収集 と そ の共 有

が難しく、広報や電話対応の中

で情報が錯綜した。また、災害

後 に必 要 と な る情 報 が 明確 で

なかったため、災害後の情報収

集と報告に時間を要した。  

〇災害対策 を講じる うえでど の

ような情報が必要（情報の重要

度）か、収集する具体的な被害

状 況の 項 目 を 明 確に す ると と

もに簡素化し、収集及び報告す

る情報のレベルを統一する。  

統括班  

情報収集班  

広報班  

各地域総務班  

道路河 川復 旧班  

★道路河川復 旧班内 に情報を取

り まと め る 専 属の 人 員 を配 置

する必要がある。  

〇建設部（道路河川復旧班）はマ

ニ ュア ル に 基 づ いて パ トロ ー

ル を実 施 し な が ら危 険 箇所 の

通行止めを行う。また、情報収

集 はマ ニ ュ ア ル に基 づ いて 班

内 の情 報 収 集 係 が行 う こと と

道路河 川復 旧班  

各地域総務班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

し、執務場所は道路河川維持課

執務室に統一する。  

○最新情報が断片的であり、正式

な 情報 で あ る のか も 不 明で あ

り、電話照会に対して回答でき

なかったケースがあり、一元化

が必要である。  

〇各班 から 収集した 情報をデ ー

タで一元化することにより、全

職 員が 常 に 最 新 の情 報 を把 握

できないか研究する。  

統括班  

情報収集班  

○河川の決壊 状況が 画 像等で来

ないため、現場がどのような状

況 にな っ て い るか 把 握 が難 し

かったため、各隊が映像伝送を

できるシステムを検討したい。 

〇スマート フォン の カメラ を 活

用し、現場状況等をメール等に

て送信する。  

消防本部班  

地域消防班  

情報収集班  

○道路情報、冠水状況の情報が一

元化できると、災害地までの経

路 判断 や 災 害 現場 で の 活動 の

一助となる。  

〇警防本部にて道路状況、冠水状

況を取りまとめ、情報を市波に

て一斉送信、活動隊員に周知、

文 字情 報 と し て メー ル 等 の 活

用を検討する。  

消防本部班  

地域消防班  

情報収集班  

○河川調査を 実施す る者の安全

管理（ライフジャケット等）の

充実  

〇個人装備を確実にし、小隊長は

現 場責 任 者 と し 隊員 の 安全 管

理に努め、的確な指示を行う。 

消防本部班  

地域消防班  

○市長、副市長、議員へ提供する

情報など、各種情報を一元的に

管理し、情報提供を行う必要が

ある。  

〇提供すべ き情報は 何かを予 め

整理する。  

情報収集班  

広報班  

渉外班  

 （２）情報の発信について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★ HP、SNS を活用して、被害の状

況 をタ イ ム リ ーに 全 国 に発 信

する必要があった。  

〇情報収集 班が整理 した最新 の

被害情報を、他の班も閲覧でき

る仕組みを検討する。  

統括班  

情報収集班  

広報班  

★マスメディ アによ る日々の報

道について、効果的に利用する

ことを検討する必要がある。  

★溢水による立入不能地域へも、

情 報を 行 き 届 かせ る た めの 方

法の検討が必要。  

〇発生当初より、被害状況写真を

各課・班が格納するフォルダを

事前に準備しておき、全ての写

真を早い段階から使用、確認で

きるようにする。（保存方法を

ルール化することで、後からで

も検索しやすくしておく。）  

統括班  

情報収集班  

広報班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

〇 HP、SNS 及びメディアへの効果

的な情報発信は動画・画像によ

るところが大きいことから、広

報 班内 に 取 材 要 員等 の 配置 を

検討し機動力を上げる。  

〇広報車だけでなく、即時放送が

可能な CC9 安心安全メール、FM

くらら、市 HP、SNS を活用する。 

○広報車による周知の際に、視覚

に よる 巡 回 地 域 の 状 況 把握 が

容易にできるよう、IC レコーダ

ーによる広報を検討する。  

〇各広報車 両に備わ っている 機

器に応じて対応する。今後、公

用 車の 入 替 が 検 討さ れ る場 合

には、SD カードによる広報が可

能な車載設備も検討する。  

管財班  

 ３．避難勧告等の発令について                     

  ⇒気象台等の意見を基に、機を逃すことなく避難勧告等の発令を行った。  

  ⇒消防団からの現地情報を避難勧告等の発令につなげることができた。  

  ⇒河川の氾濫に関する複数の通報をもとに、早めに災害発生情報を発表す

ることができた。  

 （１）避難勧告等の発令について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★気象庁の防 災情報 提供システ

ムの機能を十分活用するため、

平 時か ら シ ス テム 等 に 慣れ て

おく必要がある。  

○気象庁の 防災情報 提供シス テ

ム を平 時 の 気 象 状況 確 認に も

使用し、日頃から操作に慣れて

おく。  

○宇都宮気 象台との 意見交換 を

行い、気象庁が発表する情報等

についての知見を深めておく。 

統括班  

★避難勧告等 の 発令 に緊急速報

メールも活用したが、文字数制

限上、メールが複数通になり、

分かりにくいとの声もあった。

しかし、複数届くことで危険な

状況であることは周知できた。 

○文字数制限を踏まえ、発信する

文面に工夫をする。  

○災害時に 発信され る情報に つ

いて、平時から市民の理解に努

める。  

統括班  
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 ４．避難所の開設・運営について                    

  ⇒台風の勢力、進路予想等を踏まえ、早めに自主避難所を開設できた。  

  ⇒小中学校等、避難所として開設が見込まれる施設について、連携を密に

情報を共有し、スムーズな開設につなげることができた。  

  ⇒協定を結んでいる「栃木市特養・養護連連絡協議会」に被災者の受け入

れを暫定的に依頼することができた。（会長から会員へ協力依頼を FAX） 

  ⇒福祉避難所へ避難希望の問合せがあった場合は、「栃木市特養・養護連連

絡協議会」へ連絡し、避難者宅から近い福祉避難所を案内するなどの対

応ができた。  

 （１）福祉避難所について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★協定書に基 づく福 祉避難所の

位 置づ け を 明 確に し て おく 必

要がある。  

★福祉避難所 につい ての情報及

び開設のタイミング、受入まで

の流れ、費用負担などを整理し

ておく必要がある。  

〇協議会等 と連携を 密にし災 害

対 応に お け る 共 通理 解 を図 る

とともに、要配慮者の受入につ

いて協議を進め体制を整える。 

統括班  

福祉救援班  

救護班  

避難所班  

★家族やケア マネジ ャーからの

依 頼に よ り 市 が開 設 し た避 難

所で対応したが、要配慮者への

対 応は 専 門 的 な知 識 が 必要 で

あり、市が直営で福祉避難所を

設 置す る こ と は人 員 配 置の 面

で難しい。また、対応に十分な

設備や器材等が整っていない。 

〇関係班とも調整を行い、福祉避

難 所の 運 営 に 関 する マ ニュ ア

ル等を整備する。  

統括班  

福祉救援班  

救護班  

避難所班  

 ５．物資調達について                         

  ⇒優先的に開設する避難所へは、予め必要物資を配備した。  

  ⇒避難所の追加開設に備え、必要となる物資を、事前に車両に積み込んで

おき、スムーズに運搬にあたれた。  

 （１）物資調達について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○備蓄倉庫か ら遠方 の避難所に

運ぶようなケースがあり、手間

〇各地域に 拠点備蓄 倉庫等 の 設

置を検討し、倉庫毎に物資類を

物資調達班  

地域総務班  
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と時間がかかったことから、地

域内で物資調達ができる環境、

体制を作る必要がある。  

適正量配備することで、拠点か

ら 避難 所 へ の 配 送が 行 える よ

う、物資調達班の人員配置も含

めて、物資等配置・配送マニュ

アルの整備を進める。  

 ６．災害ごみ・消毒について                      

  ⇒発災直後から仮置き場を設置し、災害ごみの回収にあたった。  

 （１）災害ごみについて  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○仮置き場については、身近では

な い場 所 を 選 定す る 必 要が あ

る。  

〇一次仮置き場の他に、二次仮置

き場の設置を検討する。また、

仮 置き 場 の レ イ アウ ト は事 前

に決めておく。  

災害ご み対 策班  

地域市民班  

○大規模災害 時 にお ける 災害ご

み 仮置 き 場 運 営の 方 法 につ い

て検討しておく必要がある。  

〇災害ごみ 仮置き場 運営の業 務

委託を検討する。  

災害ご み対 策班  

地域市民班  

○便乗ごみへ の対策 や混合ごみ

をつくらないよう、災害ごみの

出し方（分別）の事前周知の徹

底を図る。  

〇災害ごみ の出し方 を常時ホ ー

ムページに掲載する他、防災特

集などの掲載に併せて、災害ご

みの出し方を周知する。  

〇窓口等で配布している「ごみと

資源物の分け方・出し方」を利

用し、災害ごみの出し方につい

ても周知する。  

〇避難所が開設された際には、避

難 所に 災 害 ご み の出 し 方の チ

ラシを置き事前周知を行う。  

〇便乗ごみへの対策については、

持ち込み時に、り災証明書及び

身分証の提示を徹底させる。  

〇発災直後においては、災害ごみ

の 分別 を 指 導 す る初 期 動員 職

員 数を 多 く 確 保 でき る よう な

体制を検討する。  

災害ご み対 策班  

地域市民班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

〇次期ハザ ードマッ プの作成 時

に、災害ごみの出し方の掲載を

検討する。  

○仮置き場で の作業 効率をあげ

るため、MT、中型、フォークリ

フ ト等 免 許 所 持者 を 把 握し て

おく必要がある。  

〇庁内調査により、免許所持者を

把握しておく。  

災害ご み対 策班  

地域市民班  

○住宅地以外（特に道路部分の回

収）に流された災害ごみの回収

について、どの部署が対応する

べ きか 明 確 に して お く 必要 が

ある。  

〇想定される災害から、その規模

や緊急性等を考慮し、スムーズ

に 対応 す る た め 関係 班 と事 前

協議を進める。  

地域市民班  

災害ご み対 策班  

農林班  

道路河 川復 旧班  

 （２）消毒について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★被災状況調 査の職 員と同じ地

域 を二 重 に 訪 問す る こ とと な

り非効率であったことから、被

災 状況 調 査 と 消毒 に 関 する 情

報を共有する必要がある。  

〇浸水エリ ア及び作 業の進捗 状

況を管理し、効率的な対応がで

きるよう、被災者生活再建支援

システムへの登録・活用を検討

する。  

〇被災状況 を早急に 把握でき る

よう、情報が不足する場合、各

担 当班 が 収 集 し た被 災 状況 を

個別に収集するとともに、自治

会との連携を図る。  

〇近隣自治 体の対応 状況及び 関

係 機関 等 の 見 解 を基 に 床下 消

毒 への 対 応 に つ いて の 検証 を

行い、今後の対応を整備する。 

防疫衛生班  

被害調査班  

○溢水地域の消毒作業の際、環境

課も消毒作業を行っており、同

じ場所を消毒しているため、消

毒 箇所 の 割 り 振り を 決 める 必

要がある。（屋内・屋外等）。 

〇作業箇所の重複を減らすため、

下 水道 班 は 宅 地 内の 公 共ま す

及び宅内ます周辺、防疫衛生班

は家屋の床下及び床上と、消毒

作業を行う箇所を明確にする。 

下水道班  

防疫衛生班  
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 ７．支援物資・災害ボランティア・支援物資について           

  ⇒プッシュ型の支援により、必要に応じた物資を受け入れることができた。 

  ⇒炊き出しなどのボランティアを受け入れ、その活動が、心身ともに避難

者の力になった。  

 （１）災害ボランティアについて  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★災害ボラン ティア 募集につい

ては、より多くのボランティア

が集まるよう、早い段階からメ

デ ィア を 積 極 的に 活 用 して い

く必要がある。  

〇被害状況 の写真の 収集を発 生

当初から速やかに行い、被害写

真を添えて、県内外から広く募

集呼びかけを行う。また、社会

福 祉協 議 会 ウ ェ ブサ イ トの ボ

ランティア募集、派遣要請のペ

ージについて、わかりやすい内

容 でか つ 速 や か に掲 載 する よ

う協力を要請する。  

〇災害ボラ ンティア の募集に あ

たっては、広報やＨＰ、メディ

ア等の各種媒体を活用し、多く

の参加者が集まるよう努める。

また、市内の地域間で相互支援

が行えるよう、地域連携の仕組

みを検討する。  

○ボランテ ィアを担 う協定を 締

結している団体と、連絡体制を

整備する。  

福祉救援班  

広報班  

○炊き出しボ ランテ ィアの業務

分 担と 担 当 課 を整 理 し てお く

必要がある。  

〇炊き出しについても、災害ボラ

ン ティ ア セ ン タ ー担 当 に整 理

する。  

福祉救援班  

 （２）支援物資について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★支援物資の 集積が スムーズに

いくよう、職員が常駐している

な ど連 携 が と りや す い 場所 を

候補に、予め集積場所を確保し

ておく必要がある。  

〇栃木市勤 労者体育 センター が

適所であると思われるが、避難

所にも指定されているため、利

用方法について調整を行う。  

福祉救援班  



Ⅶ 課題と対策 

 

- 123 - 

問題・課題点  対策  調整担当班  

〇職員が常 駐する施 設を確保 で

きない場合は、管理の委託も検

討する。  

○受入物資の有効活用  〇受入状況 をインフ ォメーシ ョ

ン 及び 回 覧 レ ポ ート 等 で随 時

更新し、一層の周知を図る。  

福祉救援班  

○物資搬出入 時の時 間指定や連

絡 を確 実 に 行 い、 行 き 違い や

延 々と 到 着 を 待つ 時 間 のロ ス

を軽減する。  

〇搬入者の連絡先を把握し、連絡

を 取り 合 う こ と で時 間 的ロ ス

を なく せ る よ う 連絡 体 制を 整

理する。  

福祉救援班  

○日赤からの 支援物 資は避難所

にいる人だけの配付だったが、

そ の他 の 被 災 者へ の 支 給に つ

いて検討しておく必要がある。 

〇日赤の基準（半壊）を満たせば

支給は可能であるので、支給基

準を設定する。  

福祉救援班  

避難所班  

物資調達班  

被災者支援班  

 ８．各種支援等について                        

  ⇒被災者支援総合窓口を開設し、被災者への相談・支援にあたった。  

   また、総合窓口閉鎖後は、家財等は 2 階、住宅系は 3 階に窓口を設け、

長期的に被災者への相談・支援にあたった。  

 （１）各種補助金（相談窓口）について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★庁内におけ る被災 者支援の決

定が遅れたため、相談があって

も 支援 内 容 を 伝え る こ とが で

きなかった。  

〇災害対策 本部にお いて速や か

に支援策を決定し、広報班を中

心に支援内容を周知していく。

（ 発災 後 速 や か に発 信 でき る

よう一覧に整理しておく。）  

統括班  

補 助 金 等 関 係 各 班  

被災者支援班  

地域市民班  

広報班  

★各種補助金 の受付 窓口が多岐

にわたり、市民のみならず、職

員も混乱していたため、見舞金

や補助金の一本化等、職員・市

民 とも わ か り やす い 支 援制 度

が必要である。  

〇本事業は市単独事業のため、市

の 財政 に 大 き な 影響 が 出る こ

とから、支援策の継続の可否や

支援策の統廃合などを含め、今

後 の 支 援 方 法 に つい て 全庁 的

な検討を進める。  

統括班  

補 助 金 等 関 係 各 班  

★支援策の案内・説明について、

日 本語 の 話 せ ない 外 国 人と う

〇国際交流協会と連携し、配布チ

ラ シの 工 夫 や 非 常時 に 通訳 を

派遣する体制を検討する。  

統括班  

補 助 金 等 関 係 各 班  

被災者支援班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

ま くコ ミ ュ ニ ケー シ ョ ンが 取

れないケースがあった。  

広報班  

○本庁までり 災証明 の申請に行

けない方がいたため、各総合支

所 でも 対 応 で きる よ う に災 害

が 起こ る 前 に デー タ 等 の共 有

が必要である。  

〇り災証明 申請に対 してのマ ニ

ュアルを作成し、各総合支所へ

の事前説明を行い、市民が来庁

した際の混乱を避ける。  

〇総合支所では、り災証明申請受

付のみとし、受付した申請書は

本庁に送付後、資産税課におい

て被害調査終了後、証明書を郵

送で発行する。  

地域市民班  

被災者支援班  

被害調査班  

 （２）災害弔慰金について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○死因が明確でなかった場合に、

災 害弔 慰 金 の 支給 対 象 とす る

か 否か を 判 断 する 機 関 の設 置

について検討する必要がある。 

〇災害弔慰 金の支給 等に関す る

法律改正に伴い、市町村は、災

害 弔慰 金 等 の 支 給に 関 する 事

項を調査審議するため、審議会

そ の他 合 議 制 の 機関 を 置く よ

う努力するとされたため、今後

設置に向けて検討を進める。  

福祉救援班  

 （３）災害見舞金について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○床上浸水、床下浸水の区分では

なく、り災証明の被害区分に応

じ て速 や か に 見舞 金 を 支給 す

ることを検討する必要がある。 

○見舞金支給 対象者 は住民 基本

台 帳に 登 録 さ れて い る 者に 限

られているが、登録のない被災

者も多くいることから、登録の

有 無に か か わ らず 見 舞 金を 支

給することの検討が必要。  

○災害義援金 の支給 要件と の統

一を検討する必要がある。  

〇り災証明 の被害区 分に応じ た

支給を可能とするため、現行の

床上浸水、床下浸水の区分によ

る支給要件を見直す。併せて、

登録の有無にかかわらず、支給

できるよう要件を見直す。  

福祉救援班  

地域福祉班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

○事業所（アパート・貸家の所有

者を含む）については、災害見

舞金の支給対象から外し、建物

や 設備 の 復 旧 補助 金 を 充実 さ

せることを検討する。  

〇事業所に対する支援全体を、全

庁的に調整を図る。  

福祉救援班  

地域福祉班  

 （４）応急対応等について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★被災中又は被災後は、冠水等に

よる通行止め、倒木等の撤去、

道 路等 へ の 復 旧対 応 が 優先 さ

れ、本庁から土のうの補給が見

込めなくなるが、今後も土のう

の配布・配達等の要請を受けて

いくとした場合、その体制を検

討しておく必要がある。  

★今後、技能職員の減少により土

のう作成、配布ができなくなる

ため、市全体としての対応を検

討しておく必要がある。  

〇土のうの 配布等に 関するマ ニ

ュアル（所管班、配付方法、配

付基準）を作成する。  

〇発災時は、本庁からの補給が見

込めなくなることや、今後、技

能 職員 の 減 少 に より 土 のう 作

成、配布はできなくなることを

想定しておき、各地域に土のう

袋 や砂 を 備 蓄 し てお く など 広

域での対応を検討する。  

〇「自助・共助・公助」の観点か

ら 土の う を 作 っ て配 付 する こ

とが良いのか、土のう袋だけ配

付し、自助でお願いするのか等

を検討し、市民にも理解しても

らう必要がある。  

道路河 川復 旧班  

地域総務班  

★被災件数が 多い災 害査定への

対応については、コンサルとの

設 計協 議 や 県 との 連 絡 調整 が

必 須に な る な ど災 害 査 定の 準

備をしつつ、市民からの通報に

対 応す る こ と は困 難 で ある た

め、災害復旧を優先して対応で

きる職員を確保する。  

〇大規模な 災害後の 復旧業務 は

道路河川復旧班（建設部）全体

での対応とし、災害復旧に優先

的に対応する職員を確保する。

また、災害復旧業務の知識、技

術 を継 承 し て い くよ う 努め て

いく。  

道路河 川復 旧班  

○災害時の道 路の安 全対策につ

いて、担当班において必要な人

員を配置し、市内全域を監視、

把 握及 び 対 応 がで き る よう 体

制を整える必要がある。担当班

〇道路部門 などの各 班との調 整

を行い、応急対応に関する具体

的な項目の明確化や役割分担、

応 急対 応 用 の 備 品の 備 蓄な ど

を明確にしておく必要がある。

道路河 川復 旧班  

地域総務班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

において人員が不足する場合、

地 域総 務 班 に よる 対 応 の可 能

性 につ い て も 検討 し て おく 必

要がある。  

○災害現場の 応急対 応 用の備品

等が不足しており、現場の復旧

工 事に 入 る ま での 二 次 災害 を

防 止す る た め に周 囲 に 危険 を

周 知す る た め のカ ラ ー コー ン

や車止めを確保する。  

○応急対応に 関する 項目が不明

確であるため、他の班の作業内

容 の整 合 を 図 りつ つ 明 確に す

る必要がる。  

○藤岡地域は 渡良瀬 遊水地へ流

入 する 川 の ほ ぼ全 て が 集ま る

ところであり、樋管が閉まると

渡 良瀬 遊 水 地 へ入 ら な い水 が

内 水と し て 長 時間 滞 留 する こ

と を認 識 し た うえ で の 対策 が

必要である。  

（ 応急 対 応 に 関 する マ ニュ ア

ルを作成する。）  

○給水車の台数不足  

○水運搬等に 支援が 必要な人へ

の配慮  

○給水所の混 雑状況 についての

情報提供  

○断水区域外（近接）への給水所

の配備検討  

〇市民から の情報収 集機能が マ

ヒしており、計画的な応急給水

活 動が 出 来 な い 状況 で あっ た

ことから、  

ア．市民からの情報をもとに断水

地域や戸数を的確に把握し、

被 害 規 模 に よ っ て は 他 事 業

体への応援要請などにより、

応 急 給 水 活 動 に 要 す る 人 員

と資機材を確保する。  

イ．確保できた人員と資機材をも

とに、給水活動区域の選定な

ど 効 果 的 な 応 急 給 水 計 画 を

策定する。  

水道班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

ウ．策定した応急給水計画は、適

時、対象となる市民に対して

情報提供を行う。  

エ．給水車 の台数不 足につい て

は、災害後に水道業務受託者

2 社が給水車を各１台（計２

台）保有した。  

 （５）その他  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○早い段階で 避難行 動 がとれる

よう、災害時における「災害時

避難行動要支援者名簿」と「地

域支え合い活動対象者名簿」の

提供方法を整理しておく。  

〇名簿を所 管する関 係班と協 議

し、災害時における提供方法に

ついて、統括班が調整を行う。 

統括班  

福祉救護班  

○高齢者のみ の世帯 など避難に

支援が必要な方について、避難

支 援の 自 治 会 等で の 仕 組み や

消防団の役割、介護施設等の協

力、福祉救護班での救護の役割

などの検討が必要。  

○高齢者の場合、住所地の包括に

繋ぐなど連携が必要。  

〇被災者の支援にあたっては、介

護 サー ビ ス 事 業 者な ど 関係 団

体との連携を密に図れるよう、

業務の協力体制を整える。  

〇被災者の支援にあたっては、各

部 署と 住 所 地 の 包括 と の連 携

を密に図れるよう、業務の協力

体制を整えておく。  

福祉救援班  

救護班  

地域福祉班  

○救護班（健康増進課）では通常

業 務の 支 援 台 帳を 用 い て在 宅

被 災乳 幼 児 等 の支 援 を 行う こ

ともあるため、事務分掌の見直

しが必要である。  

○「被災者の支援」をどこまで指

す のか を 明 確 にし て お く必 要

がある。  

〇被災住民の健康管理について、

救護班の事務分掌に追加する。 

〇「被災者の支援」の内容につい

て 関係 機 関 と 協 議し 事 務分 掌

に追加する。  

福祉救援班  

救護班  

地域福祉班  

 ９．各施設について                          

  ⇒立体駐車場地下ピットの受水槽への流入を防ぐため土のうを設置した。  

  ⇒本庁舎及び立体駐車場エレベーター付近に止水板を設置した。  

  ⇒非常用発電機の燃料タンクへの給油及び予備燃料の確保を行った。  
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 （１）本庁舎について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★非常用発電機は 150Ｌで約 6 時

間程度しか使用できないので、

連続 72 時間使用できるよう、

軽油を確保する必要がある。  

★燃料保管場 所を確 保しておく

必要がある。  

★非常用発電 機が老 朽化してお

り、新たな設備の検討が必要。 

★停電も起こりえるため、災害対

応 に支 障 が で るこ と が ない よ

う、非常用電源の確保が必要。 

〇事前に石油商組合へ連絡し、軽

油の給油体制を整える。  

〇燃料は保管に制限があるため、

輸送人員を確保し、対応できる

ような体制を検討する。  

〇新たな発 電設備の 設置を検 討

する。（都市ガス用発電機等） 

〇災害対応 施設の機 能をどの 程

度確保するのか、或いは電源や

施 設等 の 改 修 が 必要 な のか 整

理する。  

管財班  

○庁舎の浸水に備え、排水ポンプ

を確保しておく必要がある。  

〇排水ポンプ、排水道具の購入を

検討する。  

管財班  

○被害調査執務室、総合窓口が賄

え る充 分 な 会 議室 の 確 保が 必

要である。（応援職員や災害本

部 設置 に よ り 使用 で き なく な

った課への対応）  

〇被害調査 等の執務 に十分な 執

務室を確保する。また、執務室

の 設置 の 際 に 必 要と な るパ ソ

コン、タスク、プリンタの確保

の事前調整を行っておく。  

〇本庁舎以 外への開 設を視野 に

入れておく。  

管財班  

被害調査班  

○支援策等の 事務処 理にあたっ

ては、平時の執務室を事務スペ

ースとしたため、作業効率が悪

かった。  

〇管財課と協議の上、専用スペー

スを予め決めておく。  

管財班  

補 助 金 等 関 係 各 班  

 （２）水道庁舎、上下水道施設について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○水道庁舎浸水対策、電源喪失対

応（連絡体制等）を整えておく

必要がある。  

○現実的な災 害対策 改修方法を

検討する必要がある。  

〇水道班の 危機管理 マニュア ル

を徹底させ、永野川の決壊も想

定 した 事 前 準 備 と被 災 時に 人

員 が不 足 す る こ とが な いよ う

体制を確保する。また、水道庁

舎 は水 道 班 の 事 故対 策 部が 設

置されることから、電源と電話

回線を確保する必要があり、水

下水道班  

水道班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

道 庁舎 の 電 源 が 喪失 し ない よ

う構造や機能の改善を図る。  

 （３）市営住宅について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○市営住宅の 被害調 査箇所数が

多く、住宅課職員だけでは対応

が 困難 で あ る ため 、 部 内の 連

携、また住宅課、管理センター、

入居者との連携が必要である。 

〇班内の体制を見直し、調査班を

作る。また、災害の規模に応じ

た動員数を決めておく。  

住宅復興班  

○市営住宅の 無償提 供関連につ

いて、入居者の負担軽減のため

計 画的 な 設 備 設置 を し てい く

必要がある。  

〇特定財源を探りつつ、計画的に

整備していく。  

住宅復興班  

 （４）水防消防活動備品について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○無線機や携 帯電話 の不足によ

り連絡手段がなく、職員の安否

確認が取れず、また河川の決壊

や 道路 状 況 等 の情 報 が 現場 活

動 中の 職 員 に 伝わ り き らな か

ったことから、伝達手段を確保

しておく必要がある。  

○追加で開設 された 避難所の状

況が不明だったため、開設状況

の情報把握が必要。  

○全車両出動することがあり、携

帯無線機が足りないため、装備

を増やす必要がある。  

〇各活動隊 と消防署 の連絡を 密

にし、情報交換を徹底する。  

〇防水機能 のあるト ランシー バ

ーの配備、スマートフォンやタ

ブ レッ ト 端 末 の 整備 を 検討 す

る。  

〇個人スマートフォンの使用。  

消防本部班  

地域消防班  

 （５）公用車・駐車場について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○調査用の公 用車を 優先的に確

保する必要があった。また、公

用車の不足に備え、レンタカー

の確保が必要であった。  

〇被害調査班は速やかに、調査に

必要な車両台数を確認、管財班

へ 報告 す る 事 前 調整 を 済ま せ

ておく。また、公用車の使用状

況に応じて、管財班は、レンタ

管財班  

被害調査班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

カ ーを 速 や か に 手配 で きる よ

う連絡体制を整理する。  

○立体駐車場 の公用 車駐車スペ

ー スに 市 民 の 車両 が 駐 車さ れ

てしまい、公用車の入出庫に支

障があった。  

○事前に公用 車を移 動させてお

く場所の確保が必要であった。 

○県や近隣市 町から の動員され

た 職員 の 駐 車 スペ ー ス が十 分

確保できなかった。  

〇立体駐車 場の十分 な駐車を 確

保するため、災害時に稼働する

車両数を把握し、災害前に浸水

被 害の 小 さ い 駐 車場 に 公用 車

を移動する。  

〇税務署跡地を整備し、バス、公

用 車用 の 駐 車 場 とし て の使 用

を検討する。  

管財班  

 （６）西前原排水機場について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

○西前原排水機場には、市役所の

イントラネットが開通してい

ないため、情報収集や関係機関

との伝達が制限された。  

○運転管理については、警報解除

後も継続し、長期化するため、

組織改編に併せて体制の検討

が必要である。  

〇無人施設へのイントラネット

の開通は困難なため、連絡網の

拡充により情報共有を密に行

い、国県など関係機関等への応

援依頼が必要となる有事の際

の緊急連絡体制網の強化を再

検討する。  

〇機場の運転管理は 24 時間運転

となり昼・夜・深夜の 3 班体制

と、農業施設及び農業作物の被

害調査、事務室業務の 3 体制を

少人数の職員で並行して行う

ことになり、運転が長期化した

場合の応援体制を検討する。  

地域産業班  

 １０．関係機関等との連携について                   

  ⇒消防団からの現地情報を避難勧告等の発令につなげることができた。  

 （１）関係機関等との連携について  

問題・課題点  対策  調整担当班  

★栃木県対策 要員の 派遣があっ

たが役割が不明確だったため、

県 本部 と の 情 報の や り 取り が

〇市・県間における災害時の体制

や対応など、平時から確認し、

相互理解を深める。  

統括班  
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問題・課題点  対策  調整担当班  

うまく機能せず、円滑な連携に

はつながらなかったため、連携

が スム ー ズ に 取れ る よ う相 互

理解を図る必要がある。  

○各機関の職員（国、県、自治体

等）の受け入れ時に混乱があっ

たため、どの課で対応するのか

明確にしておく必要がある。  

〇現行の災害対策本部体制では、

統括班（他の地方公共団体から

応 援受 付 及 び 要 請に 関 する こ

と）、職員班（災害派遣職員の

身分取扱いに関すること）とな

っているが、関係機関からの応

援が多岐に渡ることも踏まえ、

それぞれの役割の再確認し、受

入体制を整理する。  

統括班  

職員班  

○国・県が所管する支援制度につ

いては、国・県との連携が不可

欠となるため、発災により混乱

し てい る 中 で も連 携 が スム ー

ズ に取 れ る よ うに す る 必要 が

ある。  

〇災害時に は国県の 職員派遣 の

要請をスムーズに行えるよう、

日 頃か ら 顔 を 合 わせ る 機会 を

設けるなど、連携が取りやすい

体制を構築する。  

統括班  

住宅復興班  

○栃木県広域 消防応 援や緊急消

防援助隊の要請を検討するも、

見送ったが、今後は広域応援等

の要請基準や、意思決定プロセ

スの策定が必要である。  

〇広域応援等の要請基準や、意思

決定プロセス（各小隊の情報を

警防本部に報告、警防本部内で

要 請を 検 討 、 消 防長 の 意思 決

定）を策定する。  

消防本部班  

○鉄道などが不通となった際、代

行 輸送 バ ス の 待機 所 及 び夜 間

駐 車場 の 場 所 を予 め 想 定し て

おく必要があった。  

〇平時から、関係機関と災害時に

お ける 体 制 や 対 応 に つ いて 確

認 して お き 、 相 互理 解 を深 め

る。  

担当班  
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 １．災害対策本部等体制について                    

 （１）各班の体制について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○本部事務局 を他課 の 職員が交

代で支援するより、事務局の特

定 の事 務 を 任 せる 専 任 職員 を

配置すべきではないか。  

〇情報収集 班と 統括 班間にお け

る情報の共有（受け渡し）を行

う特定の職員を配置した。  

統括班  

○市民等から の通報 を本部事務

局が受けたことで、関係機関と

の 連絡 や 各 種 シス テ ム 等の 入

力作業に時間を要した。  

○時間の経 過ととも に問い合 わ

せ 件数 の 増 加 や 内容 が 変化 し

ていくため、通報の報告・連絡

が スム ー ズ と な るよ う 情報 収

集班体制を見直す。  

統括班  

○消防団との 情報共 有や連携が

不足していた。  

○出水期前 に各地域 総務班と 開

催 して い る 初 動 に関 す る防 災

関係会議に、災害時の連携等の

事 前調 整 が 行 え るよ う 消防 団

関係者もメンバーとした。  

各地域総務班  

消防本部班  

各地域消防班  

○包括支援セ ンター は正職員が

保健師のみであり、保健師は保

健 師全 体 の 中 で独 自 の 活動 を

するため、発災直後には包括支

援 セン タ ー が 地域 福 祉 班と し

て活動することはできない。  

○保健師は地 域福祉 班 の活動で

はなく「避難所班」として活動

をしているため、保健師の活動

に 専念 で き る よう 組 織 体制 や

役割分担を見直す必要がある。 

○避難所班 の職員を 地域応援 班

と 全庁 的 な 動 員 によ り 増員 し

たため、保健師としての活動に

専念できる体制を整えた。  

地域福祉班  

救護班  

地域福祉班  

 ２．情報の収集・発信について                     

 （１）情報の収集について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○収集情報の 共有を スムーズに

行うため、情報収集班を統括班

と 同じ 部 屋 へ の 配 置 な ど検 討

する必要がある。  

〇情報収集班と消防部（連絡員）

の 情報 共 有 の 効 率化 を 図る た

め 501 会議室 B・ C の配置を見

直した。  

統括班  

情報収集班  

広報班  

消防本部班  
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問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○職員が被害 状況等 を確認した

情報は、情報収集班に一元化す

る必要がある。  

○優先的に情 報収集 する情報項

目が不明確であるため、具体的

に明示する必要がある。  

○多数の施設 等が同 時に被災し

た場合、各班がそれぞれに対応

す るた め 情 報 収集 と そ の共 有

が難しく、広報や電話対応の中

で情報が錯綜した。また、災害

後 に必 要 と な る情 報 が 明確 で

なかったため、災害後の情報収

集と報告に時間を要した。  

○広報班 と 情報収集 班 の役割 分

担の整理と体制を見直し、情報

収集、広報、コールセンターの

３つの業務に整理した。  

○情報収集 班が情報 の整理 及 び

職 員間 の 情 報 共 有に 専 念で き

る体制に改めるとともに、マニ

ュアルを整備した。  

情報収集班  

広報班  

各地域総務班  

道路河 川復 旧班  

○被害状況や 調査結 果を記録す

るための基本図面（白図など）

がなく、住宅地図をコピーして

張 り合 わ せ る 作業 な ど で時 間

を要した。  

〇 501 会議室 B・ C の壁にホワイ

トボードを設置し、書き込むこ

とで、常に情報を更新・共有す

る。また、市全域が把握できる

白図を設置した。  

統括班  

情報収集班  

 ３．避難勧告等の発令について                     

 （１）避難勧告等の発令について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○避難勧告等 の発令 を判断する

た めに 多 数 の 河川 の 状 況を ケ

アしなければならないが、多発

的 な災 害 発 生 の状 況 下 にお い

て水位等確認に苦慮した。  

○避難勧告 等の発令 につなが る

重要な情報確認のモニター（ 4

台）を設置した。  

統括班  

 ４．避難所の開設・運営について                    

 （１）避難所について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○学校等の場合、開設時に先生の

協力が不可欠となるため、出水

〇統括班（危機管理課）が施設管

理者となる校長・教頭に協力依

避難所班  



Ⅷ 取組状況 

 

- 136 - 

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

期 を迎 え る 前 には 施 設 の利 用

について事前調整をしておく。 

頼し、施設の利用について理解

をいただいた。  

○一部避難所 が浸水 被害にあっ

たことから、浸水想定区域内の

避難所は原則 2 階以上とするな

ど見直しを行う必要がある。  

○帰宅困難者 の受入 対応が不十

分であったことから、駅に近い

施設の避難所指定を協議する。 

○優先的に 開設する 避難所を 見

直し、床上浸水が想定される避

難所は、初めから 2 階以上に避

難者を受入れることとした。ま

た見直しに併せて、分散化を図

るため、大平地域・岩舟地域に

避難所を増設した。  

統括班  

○受入時の対 応をス ムーズに行

うため、開設当初は受入対応と

人 数把 握 な ど 必要 最 低 限の 聞

き取りだけとし、翌日から詳細

な 避難 者 名 簿 の作 成 な ど対 応

方 法を 見 直 す 必要 が あ る。 ま

た、避難所ごとに対応が異なら

な いよ う 対 応 マニ ュ ア ルを 整

備する必要がある。  

○避難者への 物資の 提供につい

て、ルールを定めマニュアル化

する必要がある。  

〇避難所運 営マニュ アルを見 直

し 名簿 等 の 様 式 を改 め た。 ま

た、新型コロナウィルス感染症

に 対す る 避 難 所 運営 の 指針 を

整備した。  

○避難者へ の 物資の 提供につ い

て は 、 持 参 を 基 本に 周 知を 図

り、配布は必要最低限とするこ

とで体制を整えた。（受入時点

で配布はしない。）  

避難所班  

○休日等に避 難所を 開設する場

合、避難所班員が遠方の避難所

へ 向か う ケ ー スも あ っ たこ と

から、各地域の応援班等の動員

も検討し、可能な限り移動距離

を短くする必要がある。  

○避難所班の職員だけでは、人員

が限られているため、地域応援

班 の動 員 も 含 め た 班 編 成の 再

編が必要である。  

〇避難所運営の人員については、

コ ロナ 対 応 で の 受付 人 数不 足

から、地域応援班の活用及び職

員 課に よ る 全 庁 的な 動 員要 請

にて増員を図った。  

避難所班  

地域総務班  

○感染症に対策として、「嘔吐物

処理方法」などの知識を得る必

要がある。  

〇感染症対 策として の嘔吐物 処

理について、県南保健センター

から依頼を受け、講義及び実習

を受講した。また、受講人数が

限られたことから、市共有フォ

救護班  

避難所班  
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問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

ルダに実演データを格納し、避

難 所開 設 の 間 共 有し た 。さ ら

に、 HP や YouTube にも他の機

関 で実 演 し た 様 子が 視 聴可 能

な旨も共有した。  

○感染予防のために、避難所班と

の共同作業、保健師間では健康

観 察や 保 清 等 の活 動 を 確実 に

引継ぐ方法等、連携を円滑にす

ることが必要。  

〇情報共有 の方法（ ラインや 様

式）等を追加し改訂した「栃木

市 保健 師 災 害 時 対応 マ ニュ ア

ル」を保健師間で共有するとと

もに、避難所班に説明し連携を

確認した。  

〇コロナ等 感染症対 応の避難 所

開 設訓 練 を 避 難 所班 と 保健 師

を 含め て 実 施 し 、避 難 者の 受

付、感染が疑われる方の動線分

け や対 応 方 法 な ど県 南 健康 福

祉センターから講評をもらい、

救護班、避難所班との連携など

情報の共有を図った。  

救護班  

避難所班  

○保健師が配 置され ていない避

難 所へ の 避 難 者 の 情 報 を得 る

ことが難しかったことから、避

難 所班 と 連 携 でき る 体 制が 必

要である。  

〇避難所と 連携 がで きるよう 避

難所班、統括班との連絡体制を

見直した。  

救護班  

避難所班  

○避難者が多 数にな った場合の

職員不足、交代できる保健師不

足や、夜間交代時の出動に伴う

職員の安全の確保とともに、夜

勤 帯を 勤 務 す る保 健 師 の勤 務

体制への配慮が必要。  

○長期の避難 所生活 となった場

合 の保 健 師 配 置や 活 動 内容 の

整理が必要である。  

〇避難所に 避難者が 来所する こ

とが予測される場合等は、避難

所 開設 時 か ら 保 健師 を 配置 し

た。また、新たに避難所が開設

された場合などは、夜間等安全

面 に問 題 が あ る 場合 は 配置 せ

ず、翌日対応で調整した。  

〇保健師の配置については、「栃

木 市保 健 師 災 害 時対 応 マニ ュ

アル」に基づき、できるだけ早

期 に当 直 か ら 巡 回対 応 に切 り

替え、また長期化する場合は、

福祉救援班  

救護班  
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問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

応援・派遣保健師の受援を調整

するとともに、各部署から業務

への協力体制の調整を行った。 

○寺尾中学校 の体育 館にトイレ

はなく、またセミナーハウスの

階 段は 急 で 手 すり が な い こ と

から、足腰が弱い人は昇ること

が厳しく危険であるため、利用

場所の見直しが必要である。  

〇セミナーハウスの他、校舎を利

用することで調整した。  

福祉救援班  

救護班  

避難所班  

 （２）ペットについて  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○ペットの避 難スペ ースの設置

が必要である。  

〇全ての避 難所で同 行避難が 原

則であることから、担当者立会

いのもと、各避難所におけるペ

ッ トの 避 難 ス ペ ース 設 置場 所

を予め設定した。  

防疫衛生班  

避難所班  

 ５．物資調達について                         

 （１）物資調達について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○避難所班か らの要 求がまちま

ちで混乱するため、物資調達班

への依頼窓口を 1 つとし、必要

か不必要か、すぐか後でもよい

か 等を 判 断 し たう え で 依頼 す

る必要がある。  

○避難所班の動員職員交代時に、

運 べる 物 資 は 運ぶ 等 の 協力 体

制が必要である。  

○調達の際の 安全確 保が必要で

ある。  

〇避難所か らの物資 依頼の窓 口

を避難所班（教育総務課）に置

き、必要なものを適正量、必要

な 時間 に 調 達 依 頼す る一元 的

な管理とともに、調達要請をす

る基本ルール（例：依頼方法、

緊急・必要性、量等の判断基準

など）を作成し、効率的な物資

調達、配送の体制を整えた。  

〇避難者へ の物資配 付の基本 ル

ール（例：食事、物資を配付す

る場合の条件や基準、配付物資

の 品目 の 基 準 の 一覧 化 ）を 整

え、避難所運営マニュアル等へ

記載した。  

物資調達班  

避難所班  
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問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

〇運搬の負担の小さい（少量等）

配送物資については、避難所班

の 班員 交 代 時 に 運搬 す るこ と

で調整した。  

〇避難所へ の経路の 被害状況 の

情報を入手し、二次災害を防ぐ

ため、有事の際は調達・配給を

中止とするなど、物資調達班の

安 全を 第 一 に 行 動す る こと で

調整した。  

 ６．災害ごみ・消毒について                      

 （１）災害ごみについて  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○緊急時に物 品が不 足すること

がないよう、災害ごみ仮置き場

用 物品 を 計 画 的に 備 蓄 して お

く。  

〇災害ごみ 仮置き場 用物品を 備

蓄した。  

 R2.7 月現在  

 ：ブルーシート (100 枚 )、ビニ

ール手袋 (300 双 )、レインコ

ート (200 枚 )、長靴 (20 足 )、

踏 み 抜 き 防 止 ソ ー ル (60 足

分 )、竹ぼうき (30 本 )、熊手

(30 本 )、スコップ (10 本 )、フ

ォーク (5 本 )、石灰 (20 ㎏×20

袋 )、消毒薬 (500 ㎖×90 本 )  

災害ご み対 策班  

各地域市民班  

 ７．各種支援等について                        

 （１）その他  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○発災後、速やかに被災者台帳の

作成ができるよう、被災者名簿

の様式、作成方法、作成担当班

等 を予 め 確 認 して お く 必要 が

ある。  

〇被災者に 対する支 援を効率 的

に実施するために、被災者生活

再建支援システムを導入した。

発 災時 に 速 や か にシ ス テム を

活 用が で き る よ う 操 作 方法 等

の確認を行った。  

統括班  

福祉救援班  

被災者支援班  
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 ８．各施設について                          

 （１）保育園について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○悪天候時には、園児、保護者及

び職員の安全確保のため、必要

に 応じ て 休 園 措置 を と るな ど

対応が必要である。  

〇避難情報 等による 保育所等 の

休園について、明確な基準や考

え方が示されていないため、早

期のガイドラインを整備した。 

福祉救援班  

 （２）水道庁舎、上下水道施設について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○処理場水没により立入出来ず、

現地確認が遅れたため、処理場

立入の方法（胴長、ボート等）

の検討が必要である。  

○MP 制御盤が水没し、停止してし

ま った た め 移 設の 検 討 が必 要

である。  

〇水が引いた後、できるだけ速や

か に対 応 で き る よう 体 制を 整

える。  

○MP 制御盤については水没しな

い位置まで移設（３箇所）の対

応をとった。  

下水道班  

 ９．関係機関等との連携について                    

 （１）関係機関等との連携について  

問題・課題点  対策（完了）  調整担当班  

○避難勧告等 や開設 した避難所

情 報な ど ス ム ーズ な 共 有が 図

れなかったことから、栃木警察

署 や県 出 先 機 関と の 平 時か ら

の 連絡 体 制 を 確認 し て おく 必

要がある。  

〇情報交換 や防災対 策の円滑 な

対応が図れるよう「栃木市域防

災 関係 機 関 連 絡 会 」 を 設置 し

た。（構成：市、消防本部、栃

木警察署、栃木県土木事務所、

ケーブルテレビ）  

統括班  

○河川氾濫に 伴う大 規模な浸水

被害や土砂災害に備え、減災の

ための目標を共有し、ハード・

ソ フト 両 面 か ら各 種 取 組を 実

施していくため、栃木県減災対

策協議会と今後も連携・協力し

ていく必要がある。  

〇円滑かつ 迅速な避 難行動の き

っかけとするため、栃木県減災

対策協議会において、令和 2 年

度に危機管理型水位計（ 6 河川）

及び簡易型河川監視カメラ（ 6

河川）が設置された。  

※参考：令和 3 年度設置予定  

 危機管理型水位計 (6 河川 )  

 簡易型河川監視カメラ（ 6 河川） 

統括班  



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年東日本台風 (台風第 19 号 )災害対応検証報告書  

《令和 3 年 3 月 26 日付》  

 栃木県栃木市総務部危機管理課  

  〒328-8686 

  栃木県栃木市万町 9 番 25 号  

  Tel 0282-21-2551 Fax 0282-21-2675 

  Mail kikikanri@city.tochigi. lg.jp 


